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告 示

�愛媛県告示第２３４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

四国中央市中之庄町字浜之前１６８６番、１６８７番、１６８８番、１６８９番、

１６９０番、１６９１番、１６９２番１、１６９２番２、１６９２番３、１６９３番、１６９４

番１、１６９４番２、１６９４番３、１６９４番４、１６９５番、１６９６番、１６９７番、

１６９８番、１６９９番、１７００番１、１７００番２、１７０１番、１７０２番、１７０３番、

１７０４番、１７０５番、１７０６番、１７０７番、１７０８番、１７１０番１、１７１０番２、

１７１２番、１７１３番、１７１４番及び１７１５番並びに三島金子一丁目字金子

２２００番１、２２００番２、２２００番３、２２００番４、２２００番５、２２００番６、

２２００番７、２２００番８、２２００番９、２２００番１０、２２００番１１、２２００番１２、

２２００番１３、２２００番１４、２２００番１５及び２２００番１６

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

発 行 愛 媛 県
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１４０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第２３５号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

四国中央市川之江町４１１６番、４１１７番、４１１８番、４１１９番１、４１１９

番２、４１２０番１、４１２０番２、４１２０番３、４１２０番４、４１２０番５、４１

２０番６、４１２０番７、４１２０番８、４１２０番９、４１２０番１０、４１２１番１、

４１２１番２、４１２１番３、４１２１番４、４１２１番５、４１２１番６、４１２１番７、

４１２１番８、４１２１番９、４１２１番１０、４１２４番、４１３０番、４１３１番、４１３２

番、４１３３番、４１３４番１、４１３４番２、４１３４番３、４１３５番、４１３６番１、

４１３６番２、４１３６番３、４１３６番４、４１３６番５、４１３６番６、４１３７番１、

４１３７番２、４１３７番３、４１３７番４、４１３７番５、４１３８番、４１８１番１、

４１８１番２、４１８１番３、４１８１番４、４１８１番５、４１８１番６、４１８５番１、

４１８５番２、４１８５番３及び４１８５番４

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第２３６号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

四国中央市三島中央一丁目字陣屋２３１５番１、２３１５番２、２３１５番

３、２３１５番４、２３１５番５、２３１５番６、２３１５番７、２３１５番８、２３１７

番、２３１８番、２３１９番、２３２０番、２３２１番、２３２２番、２３２３番、２３２４番、

２３２５番、２３２６番、２３２７番、２３２８番、２３２９番、２３３０番、２３３１番、２３

３２番、２３３３番、２３３４番、２３３５番、２３４０番、２３４１番及び２３４２番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第２３７号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西条市丹原町田野上方１９１６番、１９２２番及び１９２４番１

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号

�������
�愛媛県告示第２３８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西条市小松町新屋敷字臼谷乙２６番１０の一部、乙２６番１１の一部、

乙２６番１２、乙２６番１３、乙２６番１５の一部、乙２６番１６、乙２６番２２の一

部、乙２６番２３の一部及び乙２６番５０の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２３９号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

東温市河之内字大小屋乙６２８番１の一部及び乙６２８番３７の一部

（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県中予保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西宇和郡伊方町二見字藤ヶ屋敷乙１３７０番２、九町字アラカヤ２

番耕地１０５番の一部、２番耕地１０６番、２番耕地１０７番１、２番耕

地１０８番、２番耕地１０９番、２番耕地１１６番２の一部、２番耕地１１６

番６の一部及び２番耕地１１６番７の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県八幡浜保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４１号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西宇和郡伊方町九町字アラカヤ２番耕地１２８番、２番耕地１３１番、

２番耕地１９７番３、２番耕地２０９番１２、２番耕地２１１番１、２番耕

地２１２番１、２番耕地２１２番２及び２番耕地２１３番１

２ 埋立地の区分
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１４１

��������������

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第２４２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

大洲市柴甲２２３５番２、甲２２３６番、甲２２３８番１及び甲２２３８番２

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号

�������
�愛媛県告示第２４３号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西宇和郡伊方町松３６４６番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

�������
�愛媛県告示第２４４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西宇和郡伊方町九町字アキツ６番耕地８４０番１及び６番耕地８４０

番１４

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

�������
�愛媛県告示第２４５号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西宇和郡伊方町三机字堺谷乙３４番の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県八幡浜保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４６号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

北宇和郡松野町大字延野 ２々９２４番の一部、３１３２番の一部、３１３３

番の一部及び３１３４番の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４７号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県視聴覚福祉センターの点字印刷物売払代金の収納事

務を次のとおり委託した。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

松山市道後町二丁目１２番１１号

２ 委託期間

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

�愛媛県告示第２４８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要
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�愛媛県告示第２４９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局農林水産振興部水産課管内）

河原津加入区

�������
�愛媛県告示第２５１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成３１年３月愛媛県告示第１８２号）による保険

に付すべき義務は、令和５年３月９日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２５

条の規定により告示する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局農林水産振興部水産課管内）

河原津加入区

�愛媛県告示第２５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３７条第１項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を次のとおり指定する。

その関係図面は、愛媛県土木部道路都市局道路維持課及び南予地方局八幡浜土木事務所において、告示の日から２週間一般の縦覧に供す

る。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

道路の種類 路 線 名 占 用 を 制 限 す る 区 域

一 般 国 道 １９７号
八幡浜市郷１番耕地９１３番２から

同市大平１番耕地３７４番１地先まで

２ 制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。）。ただし、電柱を

地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

３ 占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

４ 占用の制限の開始の期日

令和５年３月２５日

�愛媛県告示第２５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町５丁目１
番地１

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社伊予鉄�島
屋
ほか３者

株式会社伊予鉄�島
屋
ほか４者

令和５年
２月２３日

令和５年
２月２７日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 半地地区
（松山市） 令和５年２月１６日
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�愛媛県告示第２５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年３月１０日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�公 告

争議行為の通知の公表

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和５年２月２４日あったので公表する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 令和５年度年末一時金・その他に関する事項

２ 日時 令和５年３月２５日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

医療法人 敬愛会�米病院 松山市南�米７２３

特定医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

一般財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所 財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全ユリノキ病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６０－１

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�������
�公 告

争議行為の通知の公表

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和５年２月２８日あったので公表する。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 令和５年度賃金引上げ・その他に関する事項

２ 日時 令和５年３月２１日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき令和５年１月７日から令和５年２月１２日までの間に実施した技能検定の合格者は、

次のとおりである。

令和５年３月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
上浮穴郡�万高原町上畑野川乙２６２番８から

同町上畑野川２４９９番２まで
令和５年３月１０日

造園（造園工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２

機械加工

特級

受 検 番 号

Ｃ １
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機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

工場板金（機械板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

工場板金（数値制御タレットパンチプレス板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

機械検査（機械検査作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ６

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ｃ １ Ｃ ２

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ｃ ４
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３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｃ １

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ｃ １

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ｃ １

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｃ １

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８

Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７
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３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

家具製作（家具手加工作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５

プラスチック成形

特級

受 検 番 号

Ａ甲 ３

パン製造（パン製造作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １

建築大工（大工工事作業）

２級

受 検 番 号

Ｃ ２

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ｃ １

配管（建築配管作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １２ Ｃ ３
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３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９

Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２ Ｃ １ Ｃ ２

配管（プラント配管作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

型枠施工（型枠工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

３級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｂ １ Ｃ １
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３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６

Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３３

Ａ甲 ３５

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

カーテンウォール施工（金属製カーテンウォール工事作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

機械・プラント製図（機械製図手書き作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８ Ａ甲 １３ Ａ甲 １５

Ｃ ３ Ｃ ５ Ｃ ７
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人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則６―２１４
職員の採用及び昇任に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年３月１０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の採用及び昇任に関する規則等の一部を改正する規則

（職員の採用及び昇任に関する規則の一部改正）

第１条 職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号

Ｃ １

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

行政職群級別職務区分表

別表第１（第４条関係）

行政職群級別職務区分表

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職

省略 管理者の事務部局 省略 省略 管理者の事務部局 省略

４級 専門員 ４級 専門員（４級）

５級 省略

省略

５級 省略

専門員（５級）

省略

省略 省略 省略 省略
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（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

備考 省略

別表第５（第４条関係）

医療職群�級別職務区分表

備考 省略

別表第５（第４条関係）

医療職群�級別職務区分表

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職

省略 管理者の事務部局 省略 省略 管理者の事務部局 省略

５級 専門員 ５級 専門員（５級）

６級 省略 ６級 省略

専門員（６級）

省略 省略 省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（この規則の目的）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条

例第５７号。以下「条例」という。）第５条、第８条第３項、第１４

条、第１５条第２項本文、第１８条、第２１条の４第１号及び第２２条並

びに附則第２８項の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要

な事項を定めることを目的とする。

（給料）

第１条の２ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第

１項又は第２２条の５第１項若しくは第２項の規定により採用され

た職員の給料月額について、条例第４条第１１項の規定による給料

月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を

もつて当該職員の給料月額とする。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及

び育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた

職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）について、条例

第４条第１２項の規定による給料月額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等

の給料月額とする。

第１条の３ 育児休業法第１８条第１項又は一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第４条の規定に

より採用された職員について、条例第４条の２の規定による給料

月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を

もつて当該職員の給料月額とする。

第１条の４ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける育児短時間勤務

職員等について、同項の規定による給料月額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤

務職員等の給料月額とする。

第２０条の３ 省略

（給料月額の異動の通知）

第２０条の４ 任命権者は、条例附則第１９項及び第２０項の規定の適用

により職員の給料月額に異動がある場合には、人事委員会の定め

るところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

（この規則の目的）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条

例第５７号。以下「条例」という。）第５条、第８条第３項、第１４

条、第１５条第２項本文、第１８条、第２１条の４第１号及び第２２条

の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要

な事項を定めることを目的とする。

（給料）

第１条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及

び育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた

職員 について、条例

第４条第１２項の規定による給料月額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員

の給料月額とする。

第１条の３ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第

１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員について、条例第４条の２の規定による給料

月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を

もつて当該職員の給料月額とする。

第２０条の３ 省略
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（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第３条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（昇格の場合の号給）

第２２条 省略

２・３ 省略

４ 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において、前

３項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著

しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人

事委員会の定めるところにより、当該昇格させた職員の号給を決

定することができる。

（降格の場合の号給）

第２３条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に

適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けて

いた号給に対応する別表第３３の２に定める降格時号給対応表の降

格後の号給欄に定める号給とする。

２ 省略

３ 前２項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当

であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あら

かじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することがで

きる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の

前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならな

い。

別表第１０（第３条関係）

級別職務区分表

１ 行政職給料表級別職務区分表

（昇格の場合の号給）

第２２条 省略

２・３ 省略

４ 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその

者の号給は、前３項

の規定にかかわらず、人

事委員会の定める号給とする

。

（降格の場合の号給）

第２３条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は

、降格した日の前日に受けて

いた号給と同じ額の号給（同じ額の号給がないときは、直近下位

の額の号給） とする。

２ 省略

３ 前２項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当

であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あら

かじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することがで

きる。

４ 中学校・小学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料表

の職務の級３級又は４級から職員を降格させた場合における当該

降格後の号給に関しては、中学校・小学校教育職員給料表の備考

又は高等学校等教育職員給料表の備考の規定の適用がないものと

して第１項の規定を適用するものとする。

別表第１０（第３条関係）

級別職務区分表

１ 行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

４級 知事の事務部局 省略

専門学芸員

省略

４級 知事の事務部局 省略

専門学芸員（４級）

省略

教育委員会の事

務部局

省略

専門学芸員

省略

教育委員会の事

務部局

省略

専門学芸員（４級）

省略

省略 省略

５級 知事の事務部局 省略 ５級 知事の事務部局 省略

専門員（５級）

専門学芸員（５級）

科長（５級）

消防防災航空隊長（５級）

船長（５級）

機関長（５級）

査察指導員（５級）

農業大学校助教授（５級）
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人事委員会の事

務部局

省略 人事委員会の事

務部局

省略

専門員（５級）

議会の事務部局 専門員（５級）

監査委員の事務

部局

教育委員会の事

務部局

省略

省略

教育委員会の事

務部局

省略

専門学芸員（５級）

省略

専門員（５級）

船長（５級）

機関長（５級）

無線局長（５級）

警察の事務部局 省略 警察の事務部局 省略

専門員（５級）

省略 省略

２～４ 省略

５ 医療職給料表�級別職務区分表

２～４ 省略

５ 医療職給料表�級別職務区分表

職務の

級区分
部局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

６級 知事の事務部局 省略 ６級 知事の事務部局 省略

専門員（６級）

教育委員会の事

務部局

学校栄養職員（６級）

省略 省略

６～８ 省略

別表第１７（第４条関係）

中学校・小学校教育職員給料表級別資格基準表

６～８ 省略

別表第１７（第４条関係）

中学校・小学校教育職員給料表級別資格基準表

職種
学歴免

許等

職務の級

職種
学歴免

許等

職務の級

１級
２級

１級
２級

特２級 特２級

省略 省略

主幹教諭及び指導教諭 省略 主幹教諭 省略

教諭、養護教諭、栄養教

諭（任用の期限を付さな

いものに限る。）及び講

師（任用の期限を付さな

いものに限る。）

省略 教諭、養護教諭、栄養教

諭（任用の期限を付さな

いものに限る。）及び講

師（任用の期限を付さな

いものに限る。）

省略

省略 省略

備考 省略

別表第１８（第４条関係）

高等学校等教育職員給料表級別資格基準表

備考 省略

別表第１８（第４条関係）

高等学校等教育職員給料表級別資格基準表

職種
学歴免

許等

職務の級

職種
学歴免

許等

職務の級

１級
２級

１級
２級

特２級

大学卒 大学卒

校長
０ ０

校長
０

短大卒 短大卒
０ ０ ０
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大学卒 大学卒

教頭
０ ０

教頭
０

短大卒 短大卒
０ ０ ０

大学卒

指導教諭
０ ７

短大卒
０ ９．５

教諭、養護教諭、栄養教

諭（任用の期限を付さな

いものに限る。）及び講

師（任用の期限を付さな

いものに限る。）

大学卒
教諭、養護教諭、栄養教

諭（任用の期限を付さな

いものに限る。）及び講

師（任用の期限を付さな

いものに限る。）

大学卒
０ ０

短大卒

２．５

短大卒

２．５

０ ２．５ ０ ２．５

栄養教諭（任用の期限を

付 さ な い も の を 除

く。）、講師（任用の期

限 を 付 さ な い も の を 除

く。）、助教諭、養護助

教諭、実習助手及び寄宿

舎指導員

大学卒
別に定

める

栄養教諭（任用の期限を

付 さ な い も の を 除

く。）、講師（任用の 期

限 を 付 さ な い も の を 除

く。）、助教諭、養護 助

教諭、実習助手及び寄宿

舎指導員

大学卒
別に定

める０ ０

短大卒
別に定

める
短大卒

別に定

める０ ０

高校卒
別に定

める
高校卒

別に定

める０ ０

備考 省略

別表第３３（第２２条関係）

昇格時号給対応表

１～７ 省略

７の２ 中学校・小学校教育職員給料表の２級から特２級への昇

格時号給対応表

備考 省略

別表第３３（第２２条関係）

昇格時号給対応表

１～７ 省略

７の２ 中学校・小学校教育職員給料表の２級から特２級への昇

格時号給対応表

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

２級 特２級 ２級 特２級

１～４０ 省略 １～４０ 省略

４１ １ ４１ ２

４２ ２ ４２ ３

４３ ３ ４３ ４

４４ ４ ４４ ５

４５ ５ ４５ ６

４６ ６ ４６ ７

４７ ７ ４７ ８

４８ ８ ４８ ９

４９ ９ ４９ １０

５０ １０ ５０ １１

５１ １１ ５１ １２

５２ １２ ５２ １３

５３ １３ ５３ １４

５４ １４ ５４ １５

５５ １５ ５５ １６
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５６ １６ ５６ １７

５７ １７ ５７ １８

５８ １８ ５８ １９

５９ １９ ５９ ２０

６０ ２０ ６０ ２１

６１ ２１ ６１ ２２

６２ ２２ ６２ ２３

６３ ２３ ６３ ２４

６４ ２４ ６４ ２５

６５ ２５ ６５ ２６

６６ ２６ ６６ ２７

６７ ２７ ６７ ２８

６８ ２８ ６８ ２９

６９ ２９ ６９ ３０

７０ ３０ ７０ ３１

７１ ３１ ７１ ３２

７２ ３２ ７２ ３３

７３ ３３ ７３ ３４

７４ ３４ ７４ ３５

７５ ３５ ７５ ３６

７６ ３６ ７６ ３７

７７ ３７ ７７ ３８

７８ ３８ ７８ ３９

７９ ３９ ７９ ４０

８０ ４０ ８０ ４１

８１ ４１ ８１ ４２

８２ ４２ ８２ ４３

８３ ４３ ８３ ４４

８４ ４４ ８４ ４５

８５ ４５ ８５ ４６

８６ ４６ ８６ ４７

８７ ４７ ８７ ４８

８８ ４８ ８８ ４９

８９ ４９ ８９ ５０

９０ ５０ ９０ ５１

９１ ５１ ９１ ５２

９２ ５２ ９２ ５３

９３ ５３ ９３ ５４

９４ ５４ ９４ ５５

９５ ５５ ９５ ５６

９６ ５６ ９６ ５７

９７ ５７ ９７ ５８

９８ ５８ ９８ ５９

９９ ５９ ９９ ６０



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１５５

１００ ６０ １００ ６１

１０１ ６１ １０１ ６２

１０２ ６２ １０２ ６３

１０３ ６３ １０３ ６４

１０４ ６４ １０４ ６５

１０５ ６５ １０５ ６６

１０６ ６６ １０６ ６７

１０７ ６７ １０７ ６８

１０８ ６８ １０８ ６９

１０９ ６９ １０９ ７０

１１０ ６９ １１０ ７０

１１１ ７０ １１１ ７１

１１２ ７０ １１２ ７１

１１３ ７１ １１３ ７２

１１４ ７１ １１４ ７２

１１５ ７２ １１５ ７３

１１６ ７２ １１６ ７３

１１７ ７３ １１７ ７４

１１８ ７４ １１８ ７５

１１９ ７５ １１９ ７６

１２０ ７６ １２０ ７７

１２１ ７７ １２１ ７８

１２２・１２３ 省略 １２２・１２３ 省略

１２４ ８０ １２４ ７９

１２５ ８１ １２５ ８０

１２６ ８１ １２６ ８０

１２７ ８２ １２７ ８１

１２８ ８２ １２８ ８１

１２９ ８３ １２９ ８２

１３０ ８３ １３０ ８２

１３１ ８３ １３１ ８２

１３２ ８４ １３２ ８３

１３３ ８４ １３３ ８３

１３４～１３７ 省略 １３４～１３７ 省略

１３８ ８５ １３８ ８６

１３９ ８５ １３９ ８６

１４０ ８５ １４０ ８６

１４１ ８６ １４１ ８７

１４２ ８６ １４２ ８７

１４３ ８６ １４３ ８７

１４４ 省略 １４４ 省略

１４５ ８７ １４５ ８８

１４６ ８７ １４６ ８８

１４７・１４８ 省略 １４７・１４８ 省略



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１５６

１４９ ８８ １４９ ８９

１５０～１５７ 省略 １５０～１５７ 省略

７の３ 中学校・小学校教育職員給料表の特２級から３級への昇

格時号給対応表

７の３ 中学校・小学校教育職員給料表の特２級から３級への昇

格時号給対応表

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

特２級 ３級 特２級 ３級

１～９ 省略 １～９ 省略

１０ ２ １０ １

１１ ３ １１ ２

１２ ４ １２ ３

１３ ５ １３ ４

１４ ６ １４ ５

１５ ７ １５ ６

１６ ８ １６ ７

１７ ９ １７ ８

１８ １０ １８ ９

１９ １１ １９ １０

２０ １２ ２０ １１

２１ １３ ２１ １２

２２ １４ ２２ １３

２３ １５ ２３ １４

２４ １６ ２４ １５

２５ １７ ２５ １６

２６ １８ ２６ １７

２７ １９ ２７ １８

２８ ２０ ２８ １９

２９ ２１ ２９ ２０

３０ ２２ ３０ ２１

３１ ２３ ３１ ２２

３２ ２４ ３２ ２３

３３ ２５ ３３ ２４

３４ ２６ ３４ ２５

３５ ２７ ３５ ２６

３６ ２８ ３６ ２７

３７ ２９ ３７ ２８

３８ ３０ ３８ ２９

３９ ３１ ３９ ３０

４０ ３２ ４０ ３１

４１ ３３ ４１ ３２

４２ ３４ ４２ ３３

４３ ３５ ４３ ３４

４４ ３６ ４４ ３５

４５ ３７ ４５ ３６



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１５７

４６ ３８ ４６ ３７

４７ ３９ ４７ ３８

４８ ４０ ４８ ３９

４９ ４１ ４９ ４０

５０ ４２ ５０ ４１

５１ ４３ ５１ ４２

５２ ４４ ５２ ４３

５３ ４５ ５３ ４４

５４ ４６ ５４ ４５

５５ ４７ ５５ ４６

５６ ４８ ５６ ４７

５７ ４９ ５７ ４８

５８ ５０ ５８ ４９

５９ ５１ ５９ ５０

６０ ５２ ６０ ５１

６１ ５３ ６１ ５２

６２ ５４ ６２ ５３

６３ ５５ ６３ ５４

６４ ５６ ６４ ５５

６５ ５７ ６５ ５６

６６ ５８ ６６ ５７

６７ ５９ ６７ ５８

６８ ６０ ６８ ５９

６９ ６１ ６９ ６０

７０ ６２ ７０ ６１

７１ ６３ ７１ ６２

７２ ６４ ７２ ６３

７３ ６５ ７３ ６４

７４ ６６ ７４ ６５

７５ ６７ ７５ ６６

７６ ６８ ７６ ６７

７７ ６９ ７７ ６８

７８・７９ 省略 ７８・７９ 省略

８０ ７０ ８０ ７１

８１ ７１ ８１ ７２

８２ ７２ ８２ ７３

８３ ７３ ８３ ７４

８４・８５ 省略 ８４・８５ 省略

８６ ７５ ８６ ７４

８７～１０４ 省略 ８７～１０４ 省略

１０５ ８８ １０５ ８７

１０６ ８９ １０６ ８８

１０７～１１７ 省略 １０７～１１７ 省略



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１５８

８ 省略

９ 高等学校等教育職員給料表の２級から特２級への昇格時号給

対応表

８ 省略

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

２級 特２級

１ １

２ １

３ １

４ １

５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

１０ １

１１ １

１２ １

１３ １

１４ １

１５ １

１６ １

１７ １

１８ １

１９ １

２０ １

２１ １

２２ １

２３ １

２４ １

２５ １

２６ １

２７ １

２８ １

２９ １

３０ ２

３１ ３

３２ ４

３３ ５

３４ ６

３５ ７

３６ ８

３７ ９

３８ １０



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１５９

３９ １１

４０ １２

４１ １３

４２ １４

４３ １５

４４ １６

４５ １７

４６ １８

４７ １９

４８ ２０

４９ ２１

５０ ２２

５１ ２３

５２ ２４

５３ ２５

５４ ２６

５５ ２７

５６ ２８

５７ ２９

５８ ３０

５９ ３１

６０ ３２

６１ ３３

６２ ３４

６３ ３５

６４ ３６

６５ ３７

６６ ３８

６７ ３９

６８ ４０

６９ ４１

７０ ４２

７１ ４３

７２ ４４

７３ ４５

７４ ４６

７５ ４７

７６ ４８

７７ ４９

７８ ５０

７９ ５１

８０ ５２

８１ ５３

８２ ５４



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６０

８３ ５５

８４ ５６

８５ ５７

８６ ５８

８７ ５９

８８ ６０

８９ ６１

９０ ６２

９１ ６３

９２ ６４

９３ ６５

９４ ６６

９５ ６７

９６ ６８

９７ ６９

９８ ７０

９９ ７１

１００ ７２

１０１ ７３

１０２ ７４

１０３ ７５

１０４ ７６

１０５ ７７

１０６ ７７

１０７ ７８

１０８ ７８

１０９ ７９

１１０ ７９

１１１ ８０

１１２ ８０

１１３ ８１

１１４ ８１

１１５ ８２

１１６ ８２

１１７ ８３

１１８ ８３

１１９ ８４

１２０ ８４

１２１ ８４

１２２ ８４

１２３ ８５

１２４ ８５

１２５ ８５

１２６ ８５



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６１

１２７ ８５

１２８ ８５

１２９ ８６

１３０ ８６

１３１ ８６

１３２ ８６

１３３ ８６

１３４ ８６

１３５ ８７

１３６ ８７

１３７ ８７

１３８ ８７

１３９ ８７

１４０ ８８

１４１ ８８

１４２ ８８

１４３ ８８

１４４ ８８

１４５ ８８

１０ 高等学校等教育職員給料表の特２級から３級への昇格時号給

対応表

昇格した日の前日に受けてい

た号給
昇格後の号給

特２級 ３級

１ １

２ １

３ １

４ １

５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

１０ １

１１ １

１２ １

１３ １

１４ １

１５ １

１６ １

１７ １

１８ １

１９ １

２０ １



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６２

２１ １

２２ １

２３ １

２４ １

２５ １

２６ ２

２７ ３

２８ ４

２９ ５

３０ ６

３１ ７

３２ ８

３３ ９

３４ １０

３５ １１

３６ １２

３７ １３

３８ １４

３９ １５

４０ １６

４１ １７

４２ １８

４３ １９

４４ ２０

４５ ２１

４６ ２２

４７ ２３

４８ ２４

４９ ２５

５０ ２６

５１ ２７

５２ ２８

５３ ２９

５４ ３０

５５ ３１

５６ ３２

５７ ３３

５８ ３４

５９ ３５

６０ ３６

６１ ３７

６２ ３８

６３ ３９

６４ ４０



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６３

６５ ４１

６６ ４２

６７ ４３

６８ ４４

６９ ４５

７０ ４６

７１ ４７

７２ ４８

７３ ４９

７４ ４９

７５ ５０

７６ ５０

７７ ５１

７８ ５２

７９ ５３

８０ ５４

８１ ５５

８２ ５６

８３ ５７

８４ ５７

８５ ５８

８６ ５９

８７ ６０

８８ ６０

８９ ６１

９０ ６２

９１ ６２

９２ ６３

９３ ６４

９４ ６５

９５ ６５

９６ ６６

９７ ６７

９８ ６７

９９ ６７

１００ ６８

１０１ ６８

１０２ ６９

１０３ ６９

１０４ ７０

１０５ ７０

１０６ ７０

１０７ ７１

１０８ ７１



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６４

１０９ ７１

１１０ ７１

１１１ ７２

１１２ ７２

１１３ ７２

１１４ ７２

１１５ ７２

１１６ ７２

１１７ ７３

別表第３３の２（第２３条関係）

降格時号給対応表

１ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した

日の前日

に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ ３３ １７ １７ ９ ９ １３ １３ １７

２ ３４ １８ １８ １０ １０ １４ １４ １８

３ ３５ １９ １９ １１ １１ １５ １５ １９

４ ３６ ２０ ２０ １２ １２ １６ １６ ２０

５ ３７ ２１ ２１ １３ １３ １７ １７ ２１

６ ３８ ２２ ２２ １４ １４ １８ １８ ２２

７ ３９ ２３ ２３ １５ １５ １９ １９ ２３

８ ４０ ２４ ２４ １６ １６ ２０ ２０ ２４

９ ４１ ２５ ２５ １７ １７ ２１ ２１ ２５

１０ ４２ ２６ ２６ １８ １８ ２２ ２２ ２６

１１ ４３ ２７ ２７ １９ １９ ２３ ２３ ２７

１２ ４４ ２８ ２８ ２０ ２０ ２４ ２４ ２８

１３ ４５ ２９ ２９ ２１ ２１ ２５ ２５ ３３

１４ ４６ ３０ ３０ ２２ ２２ ２６ ２６ ３８

１５ ４７ ３１ ３１ ２３ ２３ ２７ ２７ ４３

１６ ４８ ３２ ３２ ２４ ２４ ２８ ２８ ４５

１７ ４９ ３３ ３３ ２５ ２５ ２９ ２９ ４５

１８ ５０ ３４ ３４ ２６ ２６ ３０ ３０ ４５

１９ ５１ ３５ ３５ ２７ ２７ ３１ ３１ ４５

２０ ５２ ３６ ３６ ２８ ２８ ３２ ３２ ４５

２１ ５３ ３７ ３７ ２９ ２９ ３４ ３３ ４５

２２ ５４ ３８ ３８ ３０ ３０ ３６ ３４ ４５

２３ ５５ ３９ ３９ ３１ ３１ ３８ ３５ ４５

２４ ５６ ４０ ４０ ３２ ３２ ４０ ３６ ４５

２５ ５９ ４１ ４１ ３３ ３３ ４２ ３８ ４５

２６ ６２ ４２ ４２ ３４ ３４ ４４ ４０ ４５

２７ ６５ ４３ ４３ ３５ ３５ ４６ ４２ ４５

２８ ６８ ４４ ４４ ３６ ３６ ４８ ４７ ４５

２９ ７０ ４５ ４５ ３７ ３７ ５２ ５２ ４５

３０ ７２ ４６ ４６ ３８ ３８ ５６ ５７ ４５



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６５

３１ ７４ ４７ ４７ ３９ ３９ ６７ ６１ ４５

３２ ７６ ４８ ４８ ４０ ４０ ８０ ６１ ４５

３３ ７８ ４９ ４９ ４１ ４１ ８２ ６１ ４５

３４ ８０ ５０ ５０ ４２ ４２ ８４ ６１ ４５

３５ ８２ ５１ ５１ ４３ ４３ ８５ ６１ ４５

３６ ８４ ５２ ５２ ４４ ４４ ８５ ６１ ４５

３７ ８６ ５３ ５３ ４５ ４５ ８５ ６１ ４５

３８ ８８ ５４ ５４ ４６ ４６ ８５ ６１ ４５

３９ ９０ ５５ ５５ ４７ ４７ ８５ ６１ ４５

４０ ９２ ５６ ５６ ４８ ４８ ８５ ６１ ４５

４１ ９３ ５８ ５７ ４９ ５０ ８５ ６１ ４５

４２ ９３ ６０ ５８ ５０ ５２ ８５ ６１

４３ ９３ ６２ ５９ ５１ ５４ ８５ ６１

４４ ９３ ６４ ６０ ５２ ５６ ８５ ６１

４５ ９３ ６６ ６３ ５３ ５８ ８５ ６１

４６ ９３ ６８ ６６ ５４ ６０ ８５

４７ ９３ ７０ ６９ ５５ ６２ ８５

４８ ９３ ７２ ７２ ５６ ６４ ８５

４９ ９３ ７６ ７５ ５７ ６６ ８５

５０ ９３ ８０ ７８ ５８ ７６ ８５

５１ ９３ ８４ ８１ ５９ ８８ ８５

５２ ９３ ８８ ８４ ６０ ９２ ８５

５３ ９３ ９３ ８８ ６１ ９３ ８５

５４ ９３ ９８ ９２ ６２ ９３ ８５

５５ ９３ １０３ ９７ ６３ ９３ ８５

５６ ９３ １０９ １０２ ６４ ９３ ８５

５７ ９３ １１５ １０７ ６５ ９３ ８５

５８ ９３ １２１ １１２ ６６ ９３ ８５

５９ ９３ １２５ １１３ ６７ ９３ ８５

６０ ９３ １２５ １１３ ６８ ９３ ８５

６１ ９３ １２５ １１３ ６９ ９３ ８５

６２ ９３ １２５ １１３ ７０ ９３

６３ ９３ １２５ １１３ ７１ ９３

６４ ９３ １２５ １１３ ７２ ９３

６５ ９３ １２５ １１３ ７３ ９３

６６ ９３ １２５ １１３ ７４ ９３

６７ ９３ １２５ １１３ ７５ ９３

６８ ９３ １２５ １１３ ８０ ９３

６９ ９３ １２５ １１３ ８５ ９３

７０ ９３ １２５ １１３ ８８ ９３

７１ ９３ １２５ １１３ ８９ ９３

７２ ９３ １２５ １１３ ９０ ９３

７３ ９３ １２５ １１３ ９１ ９３

７４ ９３ １２５ １１３ ９２ ９３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６６

７５ ９３ １２５ １１３ ９４ ９３

７６ ９３ １２５ １１３ ９６ ９３

７７ ９３ １２５ １１３ ９７ ９３

７８ ９３ １２５ １１３ ９８ ９３

７９ ９３ １２５ １１３ ９９ ９３

８０ ９３ １２５ １１３ １００ ９３

８１ ９３ １２５ １１３ １０１ ９３

８２ ９３ １２５ １１３ １０１ ９３

８３ ９３ １２５ １１３ １０１ ９３

８４ ９３ １２５ １１３ １０１ ９３

８５ ９３ １２５ １１３ １０１ ９３

８６ ９３ １２５ １１３ １０１

８７ ９３ １２５ １１３ １０１

８８ ９３ １２５ １１３ １０１

８９ ９３ １２５ １１３ １０１

９０ ９３ １２５ １１３ １０１

９１ ９３ １２５ １１３ １０１

９２ ９３ １２５ １１３ １０１

９３ ９３ １２５ １１３ １０１

９４ ９３ １２５ １１３

９５ ９３ １２５ １１３

９６ ９３ １２５ １１３

９７ ９３ １２５ １１３

９８ ９３ １２５ １１３

９９ ９３ １２５ １１３

１００ ９３ １２５ １１３

１０１ ９３ １２５ １１３

１０２ ９３ １２５

１０３ ９３ １２５

１０４ ９３ １２５

１０５ ９３ １２５

１０６ ９３ １２５

１０７ ９３ １２５

１０８ ９３ １２５

１０９ ９３ １２５

１１０ ９３ １２５

１１１ ９３ １２５

１１２ ９３ １２５

１１３ ９３ １２５

１１４ ９３

１１５ ９３

１１６ ９３

１１７ ９３

１１８ ９３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６７

１１９ ９３

１２０ ９３

１２１ ９３

１２２ ９３

１２３ ９３

１２４ ９３

１２５ ９３

２ 公安職給料表降格時号給対応表

降格した

日の前日

に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ ９ １３ １７ ２５ ９ ９ １３ １３

２ １０ １４ １８ ２６ １０ １０ １４ １４

３ １１ １５ １９ ２７ １１ １１ １５ １５

４ １２ １６ ２０ ２８ １２ １２ １６ １６

５ １３ １７ ２１ ２９ １３ １３ １７ １７

６ １４ １８ ２２ ３０ １４ １４ １８ １８

７ １５ １９ ２３ ３１ １５ １５ １９ １９

８ １６ ２０ ２４ ３２ １６ １６ ２０ ２０

９ １７ ２１ ２５ ３３ １７ １７ ２１ ２１

１０ １８ ２２ ２６ ３４ １８ １８ ２２ ２２

１１ １９ ２３ ２７ ３５ １９ １９ ２３ ２３

１２ ２０ ２４ ２８ ３６ ２０ ２０ ２４ ２４

１３ ２１ ２５ ２９ ３７ ２１ ２１ ２５ ２５

１４ ２２ ２６ ３０ ３８ ２２ ２２ ２６ ２６

１５ ２３ ２７ ３１ ３９ ２３ ２３ ２７ ２７

１６ ２４ ２８ ３２ ４０ ２４ ２４ ２８ ２８

１７ ２５ ２９ ３３ ４１ ２５ ２５ ２９ ２９

１８ ２６ ３０ ３４ ４２ ２６ ２６ ３０ ３０

１９ ２７ ３１ ３５ ４３ ２７ ２７ ３１ ３１

２０ ２８ ３２ ３６ ４４ ２８ ２８ ３２ ３２

２１ ２９ ３３ ３７ ４５ ２９ ２９ ３３ ３３

２２ ３０ ３４ ３８ ４６ ３０ ３０ ３４ ３４

２３ ３１ ３５ ３９ ４７ ３１ ３１ ３５ ３５

２４ ３２ ３６ ４０ ４８ ３２ ３２ ３６ ３６

２５ ３３ ３７ ４１ ４９ ３３ ３３ ３７ ３７

２６ ３４ ３８ ４２ ５０ ３４ ３４ ３８ ３８

２７ ３５ ３９ ４３ ５１ ３５ ３５ ３９ ３９

２８ ３６ ４０ ４４ ５２ ３６ ３６ ４０ ４０

２９ ３７ ４１ ４５ ５３ ３７ ３７ ４１ ４３

３０ ３８ ４２ ４６ ５４ ３８ ３８ ４２ ４９

３１ ３９ ４３ ４７ ５５ ３９ ３９ ４３ ５５

３２ ４０ ４４ ４８ ５６ ４０ ４０ ４４ ６１



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６８

３３ ４１ ４５ ４９ ５７ ４１ ４１ ４５ ６１

３４ ４２ ４６ ５０ ５８ ４２ ４２ ４６ ６１

３５ ４３ ４７ ５１ ５９ ４３ ４３ ４７ ６１

３６ ４４ ４８ ５２ ６０ ４４ ４４ ４８ ６１

３７ ４５ ４９ ５３ ６１ ４５ ４５ ４９ ６１

３８ ４６ ５０ ５４ ６２ ４６ ４６ ５０ ６１

３９ ４７ ５１ ５５ ６３ ４７ ４７ ５１ ６１

４０ ４８ ５２ ５６ ６４ ４８ ４８ ５２ ６１

４１ ４９ ５３ ５７ ６５ ４９ ４９ ５４ ６１

４２ ５０ ５４ ５８ ６６ ５０ ５０ ５６ ６１

４３ ５１ ５５ ５９ ６７ ５１ ５１ ５８ ６１

４４ ５２ ５６ ６０ ６８ ５２ ５２ ６８ ６１

４５ ５３ ５７ ６１ ７０ ５３ ５３ ７９ ６１

４６ ５４ ５８ ６２ ７２ ５４ ５４ ８２

４７ ５５ ５９ ６３ ７４ ５５ ５５ ８５

４８ ５６ ６０ ６４ ７６ ５６ ５６ ８５

４９ ５７ ６１ ６５ ７７ ５７ ５９ ８５

５０ ５８ ６２ ６６ ７８ ５８ ６２ ８５

５１ ５９ ６３ ６７ ７９ ５９ ６５ ８５

５２ ６０ ６４ ６８ ８０ ６０ ７５ ８５

５３ ６１ ６５ ６９ ８１ ６１ ８７ ８５

５４ ６２ ６６ ７０ ８２ ６２ ９０ ８５

５５ ６３ ６７ ７１ ８３ ６３ ９３ ８５

５６ ６４ ６８ ７２ ８４ ６４ ９３ ８５

５７ ６５ ６９ ７３ ８６ ６５ ９３ ８５

５８ ６６ ７０ ７４ ８８ ６６ ９３ ８５

５９ ６７ ７１ ７５ ９０ ６７ ９３ ８５

６０ ６８ ７２ ７６ ９２ ６８ ９３ ８５

６１ ６９ ７３ ７７ ９５ ６９ ９３ ８５

６２ ７０ ７４ ７８ ９８ ７０ ９３

６３ ７１ ７５ ７９ １０１ ７１ ９３

６４ ７２ ７６ ８０ １０４ ７２ ９３

６５ ７３ ７７ ８１ １０５ ７３ ９３

６６ ７４ ７８ ８２ １０６ ７４ ９３

６７ ７５ ７９ ８３ １０７ ７５ ９３

６８ ７６ ８０ ８４ １１６ ７８ ９３

６９ ７７ ８１ ８６ １２５ ７９ ９３

７０ ７８ ８２ ８８ １２５ ８０ ９３

７１ ７９ ８３ ９０ １２５ ８１ ９３

７２ ８０ ８４ ９２ １２５ ８２ ９３

７３ ８１ ８５ ９３ １２５ ８３ ９３

７４ ８２ ８６ ９４ １２５ ８４ ９３

７５ ８３ ８７ ９５ １２５ ８５ ９３

７６ ８４ ８８ ９６ １２５ ８６ ９３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１６９

７７ ８６ ８９ ９７ １２５ ８７ ９３

７８ ８８ ９０ ９８ １２５ ８８ ９３

７９ ９０ ９１ ９９ １２５ ８９ ９３

８０ ９２ ９２ １００ １２５ ９０ ９３

８１ ９３ ９３ １０１ １２５ ９１ ９３

８２ ９４ ９４ １０２ １２５ ９２ ９３

８３ ９５ ９５ １０３ １２５ ９３ ９３

８４ ９６ ９６ １０４ １２５ ９４ ９３

８５ ９７ ９７ １０５ １２５ ９５ ９３

８６ ９８ ９８ １０６ １２５ ９６

８７ ９９ ９９ １０７ １２５ ９８

８８ １００ １００ １０８ １２５ １００

８９ １０１ １０２ １１０ １２５ １０１

９０ １０２ １０４ １１２ １２５ １０１

９１ １０３ １０６ １１４ １２５ １０１

９２ １０４ １０８ １１６ １２５ １０１

９３ １０６ １０９ １１８ １２５ １０１

９４ １０８ １１０ １２０ １２５

９５ １１０ １１１ １２２ １２５

９６ １１２ １１２ １３２ １２５

９７ １１４ １１３ １３７ １２５

９８ １１６ １１４ １３８ １２５

９９ １１８ １１５ １３９ １２５

１００ １２０ １１６ １４１ １２５

１０１ １２２ １１９ １４１ １２５

１０２ １２４ １２２ １４１

１０３ １２５ １２５ １４１

１０４ １２５ １２８ １４１

１０５ １２５ １２９ １４１

１０６ １２５ １２９ １４１

１０７ １２５ １２９ １４１

１０８ １２５ １２９ １４１

１０９ １２５ １２９ １４１

１１０ １２５ １２９ １４１

１１１ １２５ １２９ １４１

１１２ １２５ １２９ １４１

１１３ １２５ １２９ １４１

１１４ １２５ １２９ １４１

１１５ １２５ １２９ １４１

１１６ １２５ １２９ １４１

１１７ １２５ １２９ １４１

１１８ １２５ １２９ １４１

１１９ １２５ １２９ １４１

１２０ １２５ １２９ １４１



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７０

１２１ １２５ １２９ １４１

１２２ １２５ １２９ １４１

１２３ １２５ １２９ １４１

１２４ １２５ １２９ １４１

１２５ １２５ １２９ １４１

１２６ １２５ １２９

１２７ １２５ １２９

１２８ １２５ １２９

１２９ １２５ １２９

１３０ １２９

１３１ １２９

１３２ １２９

１３３ １２９

１３４ １２９

１３５ １２９

１３６ １２９

１３７ １２９

１３８ １２９

１３９ １２９

１４０ １２９

１４１ １２９

３ 研究職給料表降格時号給対応表

降格した

日の前日

に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級

１ ２５ ３３ １７ ２１

２ ２６ ３４ １８ ２２

３ ２７ ３５ １９ ２３

４ ２８ ３６ ２０ ２４

５ ２９ ３７ ２１ ２５

６ ３０ ３８ ２２ ２６

７ ３１ ３９ ２３ ２７

８ ３２ ４０ ２４ ２８

９ ３３ ４１ ２５ ２９

１０ ３４ ４２ ２６ ３０

１１ ３５ ４３ ２７ ３１

１２ ３６ ４４ ２８ ３２

１３ ３７ ４５ ２９ ３３

１４ ３８ ４６ ３０ ３４

１５ ３９ ４７ ３１ ３５

１６ ４０ ４８ ３２ ３６

１７ ４１ ５０ ３３ ３８

１８ ４２ ５２ ３４ ４０



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７１

１９ ４３ ５４ ３５ ４２

２０ ４４ ５６ ３６ ４４

２１ ４６ ５９ ３７ ４６

２２ ４８ ６２ ３８ ４８

２３ ５０ ６５ ３９ ５０

２４ ５２ ６８ ４０ ５２

２５ ５４ ７０ ４１ ５４

２６ ５６ ７２ ４２ ５８

２７ ５８ ７４ ４３ ６１

２８ ６０ ７６ ４４ ６４

２９ ６２ ７７ ４６ ６７

３０ ６４ ７８ ４８ ７０

３１ ６６ ７９ ５０ ７３

３２ ６８ ８０ ５２ ７３

３３ ７０ ８４ ５３ ７３

３４ ７２ ８８ ５４ ７３

３５ ７４ ９２ ５５ ７３

３６ ７６ ９６ ５６ ７３

３７ ７８ ９９ ５８ ７３

３８ ８０ １０２ ６０ ７３

３９ ８２ １０６ ６２ ７３

４０ ８４ １１０ ６４ ７３

４１ ８６ １１５ ６７ ７３

４２ ８８ １２０ ７０ ７３

４３ ９０ １２１ ７４ ７３

４４ ９２ １２１ ７８ ７３

４５ ９３ １２１ ８２ ７３

４６ ９４ １２１ ８６ ７３

４７ ９５ １２１ ８９ ７３

４８ ９６ １２１ ８９ ７３

４９ ９７ １２１ ８９ ７３

５０ ９８ １２１ ８９ ７３

５１ ９９ １２１ ８９ ７３

５２ １００ １２１ ８９ ７３

５３ １０２ １２１ ８９ ７３

５４ １０４ １２１ ８９ ７３

５５ １０６ １２１ ８９ ７３

５６ １０８ １２１ ８９ ７３

５７ １１１ １２１ ８９ ７３

５８ １１４ １２１ ８９ ７３

５９ １１７ １２１ ８９ ７３

６０ １２０ １２１ ８９ ７３

６１ １２１ １２１ ８９ ７３

６２ １２１ １２１ ８９ ７３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７２

６３ １２１ １２１ ８９ ７３

６４ １２１ １２１ ８９ ７３

６５ １２１ １２１ ８９ ７３

６６ １２１ １２１ ８９ ７３

６７ １２１ １２１ ８９ ７３

６８ １２１ １２１ ８９ ７３

６９ １２１ １２１ ８９ ７３

７０ １２１ １２１ ８９ ７３

７１ １２１ １２１ ８９ ７３

７２ １２１ １２１ ８９ ７３

７３ １２１ １２１ ８９ ７３

７４ １２１ １２１

７５ １２１ １２１

７６ １２１ １２１

７７ １２１ １２１

７８ １２１ １２１

７９ １２１ １２１

８０ １２１ １２１

８１ １２１ １２１

８２ １２１ １２１

８３ １２１ １２１

８４ １２１ １２１

８５ １２１ １２１

８６ １２１ １２１

８７ １２１ １２１

８８ １２１ １２１

８９ １２１ １２１

９０ １２１

９１ １２１

９２ １２１

９３ １２１

９４ １２１

９５ １２１

９６ １２１

９７ １２１

９８ １２１

９９ １２１

１００ １２１

１０１ １２１

１０２ １２１

１０３ １２１

１０４ １２１

１０５ １２１

１０６ １２１



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７３

１０７ １２１

１０８ １２１

１０９ １２１

１１０ １２１

１１１ １２１

１１２ １２１

１１３ １２１

１１４ １２１

１１５ １２１

１１６ １２１

１１７ １２１

１１８ １２１

１１９ １２１

１２０ １２１

１２１ １２１

４ 医療職給料表�降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級

１ ２１ １７ ２５

２ ２２ １８ ２６

３ ２３ １９ ２７

４ ２４ ２０ ２８

５ ２５ ２１ ２９

６ ２６ ２２ ３０

７ ２７ ２３ ３１

８ ２８ ２４ ３２

９ ２９ ２５ ３３

１０ ３０ ２６ ３４

１１ ３１ ２７ ３５

１２ ３２ ２８ ３６

１３ ３３ ２９ ３７

１４ ３４ ３０ ３８

１５ ３５ ３１ ３９

１６ ３６ ３２ ４０

１７ ３７ ３３ ４１

１８ ３８ ３４ ４２

１９ ３９ ３５ ４３

２０ ４０ ３６ ４４

２１ ４１ ３７ ４５

２２ ４２ ３８ ４６

２３ ４３ ３９ ４７

２４ ４４ ４０ ４８

２５ ４６ ４１ ４９

２６ ４８ ４２ ５０



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７４

２７ ５２ ４３ ５１

２８ ５６ ４４ ５２

２９ ５９ ４５ ５３

３０ ６２ ４６ ５４

３１ ６５ ４７ ５５

３２ ６５ ４８ ５６

３３ ６５ ４９ ５７

３４ ６５ ５０ ５８

３５ ６５ ５１ ５９

３６ ６５ ５２ ６０

３７ ６５ ５４ ６２

３８ ６５ ５６ ６４

３９ ６５ ５８ ６６

４０ ６５ ６０ ６８

４１ ６５ ６２ ７０

４２ ６５ ６４ ７４

４３ ６５ ６６ ７８

４４ ６５ ６８ ８２

４５ ６５ ７１ ８６

４６ ６５ ７４ ８８

４７ ６５ ７７ ８９

４８ ６５ ８２ ８９

４９ ６５ ８７ ８９

５０ ６５ ９２ ８９

５１ ６５ ９７ ８９

５２ ６５ ９７ ８９

５３ ６５ ９７ ８９

５４ ６５ ９７ ８９

５５ ６５ ９７ ８９

５６ ６５ ９７ ８９

５７ ６５ ９７ ８９

５８ ６５ ９７ ８９

５９ ６５ ９７ ８９

６０ ６５ ９７ ８９

６１ ６５ ９７ ８９

６２ ６５ ９７ ８９

６３ ６５ ９７ ８９

６４ ６５ ９７ ８９

６５ ６５ ９７ ８９

６６ ６５ ９７

６７ ６５ ９７

６８ ６５ ９７

６９ ６５ ９７

７０ ６５ ９７



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７５

７１ ６５ ９７

７２ ６５ ９７

７３ ６５ ９７

７４ ６５ ９７

７５ ６５ ９７

７６ ６５ ９７

７７ ６５ ９７

７８ ６５ ９７

７９ ６５ ９７

８０ ６５ ９７

８１ ６５ ９７

８２ ６５ ９７

８３ ６５ ９７

８４ ６５ ９７

８５ ６５ ９７

８６ ６５ ９７

８７ ６５ ９７

８８ ６５ ９７

８９ ６５ ９７

９０ ６５

９１ ６５

９２ ６５

９３ ６５

９４ ６５

９５ ６５

９６ ６５

９７ ６５

５ 医療職給料表�降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ ２１ １７ １３ １７ １７ １７

２ ２２ １８ １４ １８ １８ １８

３ ２３ １９ １５ １９ １９ １９

４ ２４ ２０ １６ ２０ ２０ ２０

５ ２５ ２１ １７ ２１ ２１ ２１

６ ２６ ２２ １８ ２２ ２２ ２２

７ ２７ ２３ １９ ２３ ２３ ２３

８ ２８ ２４ ２０ ２４ ２４ ２４

９ ２９ ２５ ２１ ２５ ２５ ２５

１０ ３０ ２６ ２２ ２６ ２６ ２６

１１ ３１ ２７ ２３ ２７ ２７ ２７

１２ ３２ ２８ ２４ ２８ ２８ ２８

１３ ３３ ２９ ２５ ２９ ２９ ２９



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７６

１４ ３４ ３０ ２６ ３０ ３０ ３０

１５ ３５ ３１ ２７ ３１ ３１ ３１

１６ ３６ ３２ ２８ ３２ ３２ ３２

１７ ３７ ３３ ２９ ３３ ３３ ３３

１８ ３８ ３４ ３０ ３４ ３４ ３４

１９ ３９ ３５ ３１ ３５ ３５ ３５

２０ ４０ ３６ ３２ ３６ ３６ ３６

２１ ４１ ３７ ３３ ３７ ３７ ３８

２２ ４２ ３８ ３４ ３８ ３８ ４０

２３ ４３ ３９ ３５ ３９ ３９ ４２

２４ ４４ ４０ ３６ ４０ ４０ ４４

２５ ４５ ４１ ３７ ４１ ４１ ５０

２６ ４６ ４２ ３８ ４２ ４２ ５６

２７ ４７ ４３ ３９ ４３ ４３ ６２

２８ ４８ ４４ ４０ ４４ ４４ ６５

２９ ５０ ４５ ４１ ４５ ４５ ６５

３０ ５２ ４６ ４２ ４６ ４６ ６５

３１ ５４ ４７ ４３ ４７ ４７ ６５

３２ ５６ ４８ ４４ ４８ ４８ ６５

３３ ５８ ４９ ４５ ５０ ５０ ６５

３４ ６０ ５０ ４６ ５２ ５２ ６５

３５ ６２ ５１ ４７ ５４ ５４ ６５

３６ ６４ ５２ ４８ ５６ ５６ ６５

３７ ６６ ５３ ４９ ５７ ５９ ６５

３８ ６８ ５４ ５０ ５８ ６２ ６５

３９ ７０ ５５ ５１ ５９ ６５ ６５

４０ ７２ ５６ ５２ ６０ ６９ ６５

４１ ７４ ５７ ５３ ６３ ７３ ６５

４２ ７６ ５８ ５４ ６６ ７７ ６５

４３ ７８ ５９ ５５ ６９ ８１ ６５

４４ ８０ ６０ ５６ ７２ ８８ ６５

４５ ８２ ６１ ５７ ７６ ９０ ６５

４６ ８４ ６２ ５８ ８０ ９２ ６５

４７ ８５ ６３ ５９ ８４ ９３ ６５

４８ ８５ ６４ ６０ ９０ ９３ ６５

４９ ８５ ６５ ６１ ９６ ９３ ６５

５０ ８５ ６６ ６２ １０２ ９３ ６５

５１ ８５ ６７ ６３ １０５ ９３ ６５

５２ ８５ ６８ ６４ １０５ ９３ ６５

５３ ８５ ７０ ６５ １０５ ９３ ６５

５４ ８５ ７２ ６６ １０５ ９３

５５ ８５ ７４ ６７ １０５ ９３

５６ ８５ ７６ ６８ １０５ ９３

５７ ８５ ７８ ６９ １０５ ９３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７７

５８ ８５ ８０ ７０ １０５ ９３

５９ ８５ ８２ ７１ １０５ ９３

６０ ８５ ８４ ７２ １０５ ９３

６１ ８５ ９１ ７４ １０５ ９３

６２ ８５ ９８ ７６ １０５ ９３

６３ ８５ １０５ ７８ １０５ ９３

６４ ８５ １０５ ８０ １０５ ９３

６５ ８５ １０５ ８２ １０５ ９３

６６ ８５ １０５ ８４ １０５

６７ ８５ １０５ ８６ １０５

６８ ８５ １０５ ８８ １０５

６９ ８５ １０５ ８９ １０５

７０ ８５ １０５ ９０ １０５

７１ ８５ １０５ ９１ １０５

７２ ８５ １０５ ９２ １０５

７３ ８５ １０５ ９４ １０５

７４ ８５ １０５ １１３ １０５

７５ ８５ １０５ １１３ １０５

７６ ８５ １０５ １１３ １０５

７７ ８５ １０５ １１３ １０５

７８ ８５ １０５ １１３ １０５

７９ ８５ １０５ １１３ １０５

８０ ８５ １０５ １１３ １０５

８１ ８５ １０５ １１３ １０５

８２ ８５ １０５ １１３ １０５

８３ ８５ １０５ １１３ １０５

８４ ８５ １０５ １１３ １０５

８５ ８５ １０５ １１３ １０５

８６ ８５ １０５ １１３ １０５

８７ ８５ １０５ １１３ １０５

８８ ８５ １０５ １１３ １０５

８９ ８５ １０５ １１３ １０５

９０ ８５ １０５ １１３ １０５

９１ ８５ １０５ １１３ １０５

９２ ８５ １０５ １１３ １０５

９３ ８５ １０５ １１３ １０５

９４ ８５ １０５ １１３

９５ ８５ １０５ １１３

９６ ８５ １０５ １１３

９７ ８５ １０５ １１３

９８ ８５ １０５ １１３

９９ ８５ １０５ １１３

１００ ８５ １０５ １１３

１０１ ８５ １０５ １１３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７８

１０２ ８５ １０５ １１３

１０３ ８５ １０５ １１３

１０４ ８５ １０５ １１３

１０５ ８５ １０５ １１３

１０６ １０５

１０７ １０５

１０８ １０５

１０９ １０５

１１０ １０５

１１１ １０５

１１２ １０５

１１３ １０５

６ 医療職給料表�降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ １７ ２５ １３ １７ ２１ １７

２ １８ ２６ １４ １８ ２２ １８

３ １９ ２７ １５ １９ ２３ １９

４ ２０ ２８ １６ ２０ ２４ ２０

５ ２１ ２９ １７ ２１ ２５ ２１

６ ２２ ３０ １８ ２２ ２６ ２２

７ ２３ ３１ １９ ２３ ２７ ２３

８ ２４ ３２ ２０ ２４ ２８ ２４

９ ２５ ３３ ２１ ２５ ２９ ２５

１０ ２６ ３４ ２２ ２６ ３０ ２６

１１ ２７ ３５ ２３ ２７ ３１ ２７

１２ ２８ ３６ ２４ ２８ ３２ ２８

１３ ２９ ３７ ２５ ２９ ３３ ２９

１４ ３０ ３８ ２６ ３０ ３４ ３０

１５ ３１ ３９ ２７ ３１ ３５ ３１

１６ ３２ ４０ ２８ ３２ ３６ ３２

１７ ３３ ４１ ２９ ３３ ３７ ３３

１８ ３４ ４２ ３０ ３４ ３８ ３４

１９ ３５ ４３ ３１ ３５ ３９ ３５

２０ ３６ ４４ ３２ ３６ ４０ ３６

２１ ３７ ４５ ３３ ３７ ４１ ３７

２２ ３８ ４６ ３４ ３８ ４２ ３８

２３ ３９ ４７ ３５ ３９ ４３ ３９

２４ ４０ ４８ ３６ ４０ ４４ ４０

２５ ４１ ４９ ３７ ４１ ４５ ４１

２６ ４２ ５０ ３８ ４２ ４６ ４２

２７ ４３ ５１ ３９ ４３ ４７ ４３

２８ ４４ ５２ ４０ ４４ ４８ ４４



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１７９

２９ ４５ ５３ ４１ ４５ ５０ ４５

３０ ４６ ５４ ４２ ４６ ５２ ４６

３１ ４７ ５５ ４３ ４７ ５４ ４７

３２ ４８ ５６ ４４ ４８ ５６ ４８

３３ ４９ ５７ ４５ ４９ ５８ ４９

３４ ５０ ５８ ４６ ５０ ６０ ５０

３５ ５１ ５９ ４７ ５１ ６２ ５１

３６ ５２ ６０ ４８ ５２ ６４ ５６

３７ ５３ ６１ ４９ ５３ ６６ ６１

３８ ５４ ６２ ５０ ５４ ６８ ６６

３９ ５５ ６３ ５１ ５５ ７０ ６９

４０ ５６ ６４ ５２ ５６ ７２ ６９

４１ ５７ ６５ ５３ ５７ ７８ ６９

４２ ５８ ６６ ５４ ５８ ８４ ６９

４３ ５９ ６７ ５５ ５９ ９０ ６９

４４ ６０ ６８ ５６ ６０ ９６ ６９

４５ ６１ ６９ ５７ ６１ ９８ ６９

４６ ６２ ７０ ５８ ６２ １００ ６９

４７ ６３ ７１ ５９ ６３ １０１ ６９

４８ ６４ ７２ ６０ ６４ １０１ ６９

４９ ６５ ７３ ６１ ６５ １０１ ６９

５０ ６６ ７４ ６２ ６６ １０１ ６９

５１ ６７ ７５ ６３ ６７ １０１ ６９

５２ ６８ ７６ ６４ ６８ １０１ ６９

５３ ６９ ７７ ６５ ７０ １０１ ６９

５４ ７０ ７８ ６６ ７２ １０１ ６９

５５ ７１ ７９ ６７ ７４ １０１ ６９

５６ ７２ ８０ ６８ ７６ １０１ ６９

５７ ７３ ８１ ６９ ７７ １０１ ６９

５８ ７４ ８２ ７０ ７８ １０１

５９ ７５ ８３ ７１ ７９ １０１

６０ ７６ ８４ ７２ ８０ １０１

６１ ７７ ８５ ７３ ８２ １０１

６２ ７８ ８６ ７４ ８４ １０１

６３ ７９ ８７ ７５ ８６ １０１

６４ ８０ ８８ ７６ ８８ １０１

６５ ８２ ８９ ７７ ９０ １０１

６６ ８４ ９０ ７８ ９２ １０１

６７ ８６ ９１ ７９ ９４ １０１

６８ ８８ ９２ ８０ ９８ １０１

６９ ８９ ９３ ８１ １０２ １０１

７０ ９０ ９４ ８２ １０６

７１ ９１ ９５ ８３ １１０

７２ ９２ ９６ ８４ １１２



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８０

７３ ９４ ９７ ８５ １１３

７４ ９６ ９８ ８６ １１３

７５ ９８ ９９ ８７ １１３

７６ １００ １００ ８８ １１３

７７ １０２ １０１ ８９ １１３

７８ １０４ １０２ ９０ １１３

７９ １０６ １０３ ９１ １１３

８０ １０８ １０４ ９２ １１３

８１ １１２ １０７ ９３ １１３

８２ １１６ １１０ ９４ １１３

８３ １２０ １１３ ９５ １１３

８４ １２４ １１６ ９６ １１３

８５ １２７ １２０ ９８ １１３

８６ １３０ １２４ １００ １１３

８７ １３３ １２８ １０２ １１３

８８ １３６ １３２ １０４ １１３

８９ １４０ １３５ １０５ １１３

９０ １４４ １４０ １０６ １１３

９１ １４８ １４５ １０７ １１３

９２ １５２ １５０ １１０ １１３

９３ １５６ １５３ １１３ １１３

９４ １６０ １５３ １１６ １１３

９５ １６４ １５３ １１９ １１３

９６ １６８ １５３ １２２ １１３

９７ １６９ １５３ １２５ １１３

９８ １６９ １５３ １２５ １１３

９９ １６９ １５３ １２５ １１３

１００ １６９ １５３ １２５ １１３

１０１ １６９ １５３ １２５ １１３

１０２ １６９ １５３ １２５

１０３ １６９ １５３ １２５

１０４ １６９ １５３ １２５

１０５ １６９ １５３ １２５

１０６ １６９ １５３ １２５

１０７ １６９ １５３ １２５

１０８ １６９ １５３ １２５

１０９ １６９ １５３ １２５

１１０ １６９ １５３ １２５

１１１ １６９ １５３ １２５

１１２ １６９ １５３ １２５

１１３ １６９ １５３ １２５

１１４ １６９ １５３

１１５ １６９ １５３

１１６ １６９ １５３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８１

１１７ １６９ １５３

１１８ １６９ １５３

１１９ １６９ １５３

１２０ １６９ １５３

１２１ １６９ １５３

１２２ １６９ １５３

１２３ １６９ １５３

１２４ １６９ １５３

１２５ １６９ １５３

１２６ １６９

１２７ １６９

１２８ １６９

１２９ １６９

１３０ １６９

１３１ １６９

１３２ １６９

１３３ １６９

１３４ １６９

１３５ １６９

１３６ １６９

１３７ １６９

１３８ １６９

１３９ １６９

１４０ １６９

１４１ １６９

１４２ １６９

１４３ １６９

１４４ １６９

１４５ １６９

１４６ １６９

１４７ １６９

１４８ １６９

１４９ １６９

１５０ １６９

１５１ １６９

１５２ １６９

１５３ １６９

７ 中学校・小学校教育職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級

１ ９ ４９ ５７

２ １０ ５０ ５８

３ １１ ５１ ５９

４ １２ ５２ ６０



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８２

５ １３ ５３ ６１

６ １４ ５４ ６２

７ １５ ５５ ６３

８ １６ ５６ ６４

９ １７ ５７ ６５

１０ １８ ５８ ６６

１１ １９ ５９ ６７

１２ ２０ ６０ ６８

１３ ２１ ６１ ６９

１４ ２２ ６２ ７０

１５ ２３ ６３ ７１

１６ ２４ ６４ ７２

１７ ２５ ６５ ７３

１８ ２６ ６６ ７４

１９ ２７ ６７ ７５

２０ ２８ ６８ ８０

２１ ２９ ６９ ８５

２２ ３０ ７０ ９０

２３ ３１ ７１ ９６

２４ ３２ ７２ １００

２５ ３３ ７３ １０１

２６ ３４ ７４ １０１

２７ ３５ ７５ １０１

２８ ３６ ７６ １０１

２９ ３７ ７７ １０１

３０ ３８ ７８ １０１

３１ ３９ ７９ １０１

３２ ４０ ８０ １０１

３３ ４１ ８１ １０１

３４ ４２ ８２ １０１

３５ ４３ ８３ １０１

３６ ４４ ８４ １０１

３７ ４５ ８５ １０１

３８ ４６ ８６

３９ ４７ ８７

４０ ４８ ８８

４１ ５１ ８９

４２ ５４ ９０

４３ ５７ ９１

４４ ６０ ９２

４５ ６２ ９３

４６ ６４ ９４

４７ ６６ ９５

４８ ６８ ９６



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８３

４９ ７０ ９７

５０ ７２ ９８

５１ ７４ ９９

５２ ７６ １００

５３ ７８ １０１

５４ ８０ １０２

５５ ８２ １０３

５６ ８４ １０４

５７ ８５ １０５

５８ ８６ １０６

５９ ８７ １０７

６０ ８８ １０８

６１ ９１ １１０

６２ ９４ １１２

６３ ９７ １１４

６４ １００ １１６

６５ １０７ １１７

６６ １１４ １１８

６７ １２１ １１９

６８ １２５ １２０

６９ １２５ １２２

７０ １２５ １２４

７１ １２５ １２６

７２ １２５ １２８

７３ １２５ １３１

７４ １２５ １４０

７５ １２５ １５５

７６ １２５ １５７

７７ １２５ １５７

７８ １２５ １５７

７９ １２５ １５７

８０ １２５ １５７

８１ １２５ １５７

８２ １２５ １５７

８３ １２５ １５７

８４ １２５ １５７

８５ １２５ １５７

８６ １２５ １５７

８７ １２５ １５７

８８ １２５ １５７

８９ １２５ １５７

９０ １２５ １５７

９１ １２５ １５７

９２ １２５ １５７



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８４

９３ １２５ １５７

９４ １２５ １５７

９５ １２５ １５７

９６ １２５ １５７

９７ １２５ １５７

９８ １２５ １５７

９９ １２５ １５７

１００ １２５ １５７

１０１ １２５ １５７

１０２ １２５

１０３ １２５

１０４ １２５

１０５ １２５

１０６ １２５

１０７ １２５

１０８ １２５

１０９ １２５

１１０ １２５

１１１ １２５

１１２ １２５

１１３ １２５

１１４ １２５

１１５ １２５

１１６ １２５

１１７ １２５

１１８ １２５

１１９ １２５

１２０ １２５

１２１ １２５

１２２ １２５

１２３ １２５

１２４ １２５

１２５ １２５

１２６ １２５

１２７ １２５

１２８ １２５

１２９ １２５

１３０ １２５

１３１ １２５

１３２ １２５

１３３ １２５

１３４ １２５

１３５ １２５

１３６ １２５



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８５

１３７ １２５

１３８ １２５

１３９ １２５

１４０ １２５

１４１ １２５

１４２ １２５

１４３ １２５

１４４ １２５

１４５ １２５

１４６ １２５

１４７ １２５

１４８ １２５

１４９ １２５

１５０ １２５

１５１ １２５

１５２ １２５

１５３ １２５

１５４ １２５

１５５ １２５

１５６ １２５

１５７ １２５

８ 中学校・小学校教育職員給料表の特２級から２級への降格時

号給対応表

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

特２級 ２級

１ ４１

２ ４２

３ ４３

４ ４４

５ ４５

６ ４６

７ ４７

８ ４８

９ ４９

１０ ５０

１１ ５１

１２ ５２

１３ ５３

１４ ５４

１５ ５５

１６ ５６

１７ ５７

１８ ５８



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８６

１９ ５９

２０ ６０

２１ ６１

２２ ６２

２３ ６３

２４ ６４

２５ ６５

２６ ６６

２７ ６７

２８ ６８

２９ ６９

３０ ７０

３１ ７１

３２ ７２

３３ ７３

３４ ７４

３５ ７５

３６ ７６

３７ ７７

３８ ７８

３９ ７９

４０ ８０

４１ ８１

４２ ８２

４３ ８３

４４ ８４

４５ ８５

４６ ８６

４７ ８７

４８ ８８

４９ ８９

５０ ９０

５１ ９１

５２ ９２

５３ ９３

５４ ９４

５５ ９５

５６ ９６

５７ ９７

５８ ９８

５９ ９９

６０ １００

６１ １０１

６２ １０２



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８７

６３ １０３

６４ １０４

６５ １０５

６６ １０６

６７ １０７

６８ １０８

６９ １１０

７０ １１２

７１ １１４

７２ １１６

７３ １１７

７４ １１８

７５ １１９

７６ １２０

７７ １２１

７８ １２２

７９ １２３

８０ １２４

８１ １２６

８２ １２８

８３ １３１

８４ １３５

８５ １４０

８６ １４３

８７ １４６

８８ １４９

８９ １５２

９０ １５５

９１ １５７

９２ １５７

９３ １５７

９４ １５７

９５ １５７

９６ １５７

９７ １５７

９８ １５７

９９ １５７

１００ １５７

１０１ １５７

１０２ １５７

１０３ １５７

１０４ １５７

１０５ １５７

１０６ １５７



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８８

１０７ １５７

１０８ １５７

１０９ １５７

１１０ １５７

１１１ １５７

１１２ １５７

１１３ １５７

１１４ １５７

１１５ １５７

１１６ １５７

１１７ １５７

９ 中学校・小学校教育職員給料表の３級から特２級への降格時

号給対応表

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

３級 特２級

１ ９

２ １０

３ １１

４ １２

５ １３

６ １４

７ １５

８ １６

９ １７

１０ １８

１１ １９

１２ ２０

１３ ２１

１４ ２２

１５ ２３

１６ ２４

１７ ２５

１８ ２６

１９ ２７

２０ ２８

２１ ２９

２２ ３０

２３ ３１

２４ ３２

２５ ３３

２６ ３４

２７ ３５

２８ ３６



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１８９

２９ ３７

３０ ３８

３１ ３９

３２ ４０

３３ ４１

３４ ４２

３５ ４３

３６ ４４

３７ ４５

３８ ４６

３９ ４７

４０ ４８

４１ ４９

４２ ５０

４３ ５１

４４ ５２

４５ ５３

４６ ５４

４７ ５５

４８ ５６

４９ ５７

５０ ５８

５１ ５９

５２ ６０

５３ ６１

５４ ６２

５５ ６３

５６ ６４

５７ ６５

５８ ６６

５９ ６７

６０ ６８

６１ ６９

６２ ７０

６３ ７１

６４ ７２

６５ ７３

６６ ７４

６７ ７５

６８ ７６

６９ ７８

７０ ８０

７１ ８１

７２ ８２



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９０

７３ ８３

７４ ８５

７５ ９０

７６ ９１

７７ ９２

７８ ９３

７９ ９４

８０ ９５

８１ ９６

８２ ９８

８３ ９９

８４ １０１

８５ １０２

８６ １０３

８７ １０４

８８ １０５

８９ １０７

９０ １０９

９１ １１０

９２ １１１

９３ １１７

９４ １１７

９５ １１７

９６ １１７

９７ １１７

９８ １１７

９９ １１７

１００ １１７

１０１ １１７

１０ 高等学校等教育職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級

１ ２１ ５３ ４１

２ ２２ ５４ ４２

３ ２３ ５５ ４３

４ ２４ ５６ ４４

５ ２５ ５７ ４５

６ ２６ ５８ ４６

７ ２７ ５９ ４７

８ ２８ ６０ ４８

９ ２９ ６１ ４９

１０ ３０ ６２ ５０

１１ ３１ ６３ ５１

１２ ３２ ６４ ５２



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９１

１３ ３３ ６５ ５３

１４ ３４ ６６ ５４

１５ ３５ ６７ ５５

１６ ３６ ６８ ５６

１７ ３７ ６９ ５７

１８ ３８ ７０ ５８

１９ ３９ ７１ ５９

２０ ４０ ７２ ６０

２１ ４１ ７３ ６１

２２ ４２ ７４ ６２

２３ ４３ ７５ ６３

２４ ４４ ７６ ６４

２５ ４５ ７７ ６６

２６ ４６ ７８ ６８

２７ ４７ ７９ ７０

２８ ４８ ８０ ７２

２９ ５０ ８１ ７４

３０ ５２ ８２ ７６

３１ ５４ ８３ ７７

３２ ５６ ８４ ７７

３３ ５９ ８５ ７７

３４ ６２ ８６ ７７

３５ ６５ ８７ ７７

３６ ６８ ８８ ７７

３７ ６９ ８９ ７７

３８ ７０ ９０

３９ ７１ ９１

４０ ７２ ９２

４１ ７４ ９３

４２ ７６ ９４

４３ ７８ ９５

４４ ８０ ９６

４５ ８２ ９７

４６ ８４ ９８

４７ ８６ ９９

４８ ８８ １００

４９ ９０ １０２

５０ ９２ １０４

５１ ９４ １０６

５２ ９６ １０８

５３ ９８ １１０

５４ １００ １１２

５５ １０２ １１４

５６ １０４ １１６



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９２

５７ １０７ １２２

５８ １１０ １２８

５９ １１３ １３４

６０ １１６ １４５

６１ １２１ １４５

６２ １２６ １４５

６３ １３１ １４５

６４ １３６ １４５

６５ １４１ １４５

６６ １４６ １４５

６７ １５１ １４５

６８ １５３ １４５

６９ １５３ １４５

７０ １５３ １４５

７１ １５３ １４５

７２ １５３ １４５

７３ １５３ １４５

７４ １５３ １４５

７５ １５３ １４５

７６ １５３ １４５

７７ １５３ １４５

７８ １５３

７９ １５３

８０ １５３

８１ １５３

８２ １５３

８３ １５３

８４ １５３

８５ １５３

８６ １５３

８７ １５３

８８ １５３

８９ １５３

９０ １５３

９１ １５３

９２ １５３

９３ １５３

９４ １５３

９５ １５３

９６ １５３

９７ １５３

９８ １５３

９９ １５３

１００ １５３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９３

１０１ １５３

１０２ １５３

１０３ １５３

１０４ １５３

１０５ １５３

１０６ １５３

１０７ １５３

１０８ １５３

１０９ １５３

１１０ １５３

１１１ １５３

１１２ １５３

１１３ １５３

１１４ １５３

１１５ １５３

１１６ １５３

１１７ １５３

１１８ １５３

１１９ １５３

１２０ １５３

１２１ １５３

１２２ １５３

１２３ １５３

１２４ １５３

１２５ １５３

１２６ １５３

１２７ １５３

１２８ １５３

１２９ １５３

１３０ １５３

１３１ １５３

１３２ １５３

１３３ １５３

１３４ １５３

１３５ １５３

１３６ １５３

１３７ １５３

１３８ １５３

１３９ １５３

１４０ １５３

１４１ １５３

１４２ １５３

１４３ １５３

１４４ １５３



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９４

１４５ １５３

１１ 高等学校等教育職員給料表の特２級から２級への降格時号給

対応表

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

特２級 ２級

１ ２９

２ ３０

３ ３１

４ ３２

５ ３３

６ ３４

７ ３５

８ ３６

９ ３７

１０ ３８

１１ ３９

１２ ４０

１３ ４１

１４ ４２

１５ ４３

１６ ４４

１７ ４５

１８ ４６

１９ ４７

２０ ４８

２１ ４９

２２ ５０

２３ ５１

２４ ５２

２５ ５３

２６ ５４

２７ ５５

２８ ５６

２９ ５７

３０ ５８

３１ ５９

３２ ６０

３３ ６１

３４ ６２

３５ ６３

３６ ６４

３７ ６５

３８ ６６



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９５

３９ ６７

４０ ６８

４１ ６９

４２ ７０

４３ ７１

４４ ７２

４５ ７３

４６ ７４

４７ ７５

４８ ７６

４９ ７７

５０ ７８

５１ ７９

５２ ８０

５３ ８１

５４ ８２

５５ ８３

５６ ８４

５７ ８５

５８ ８６

５９ ８７

６０ ８８

６１ ８９

６２ ９０

６３ ９１

６４ ９２

６５ ９３

６６ ９４

６７ ９５

６８ ９６

６９ ９７

７０ ９８

７１ ９９

７２ １００

７３ １０１

７４ １０２

７５ １０３

７６ １０４

７７ １０６

７８ １０８

７９ １１０

８０ １１２

８１ １１４

８２ １１６



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９６

８３ １１８

８４ １２２

８５ １２８

８６ １３４

８７ １３９

８８ １４５

８９ １４５

９０ １４５

９１ １４５

９２ １４５

９３ １４５

９４ １４５

９５ １４５

９６ １４５

９７ １４５

９８ １４５

９９ １４５

１００ １４５

１０１ １４５

１０２ １４５

１０３ １４５

１０４ １４５

１０５ １４５

１０６ １４５

１０７ １４５

１０８ １４５

１０９ １４５

１１０ １４５

１１１ １４５

１１２ １４５

１１３ １４５

１１４ １４５

１１５ １４５

１１６ １４５

１１７ １４５

１２ 高等学校等教育職員給料表の３級から特２級への降格時号給

対応表

降格した日の前日に受けてい

た号給
降格後の号給

３級 特２級

１ ２５

２ ２６

３ ２７

４ ２８



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９７

５ ２９

６ ３０

７ ３１

８ ３２

９ ３３

１０ ３４

１１ ３５

１２ ３６

１３ ３７

１４ ３８

１５ ３９

１６ ４０

１７ ４１

１８ ４２

１９ ４３

２０ ４４

２１ ４５

２２ ４６

２３ ４７

２４ ４８

２５ ４９

２６ ５０

２７ ５１

２８ ５２

２９ ５３

３０ ５４

３１ ５５

３２ ５６

３３ ５７

３４ ５８

３５ ５９

３６ ６０

３７ ６１

３８ ６２

３９ ６３

４０ ６４

４１ ６５

４２ ６６

４３ ６７

４４ ６８

４５ ６９

４６ ７０

４７ ７１

４８ ７２



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９８

（教育職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第４条 教育職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

４９ ７４

５０ ７６

５１ ７７

５２ ７８

５３ ７９

５４ ８０

５５ ８１

５６ ８２

５７ ８４

５８ ８５

５９ ８６

６０ ８８

６１ ８９

６２ ９１

６３ ９２

６４ ９３

６５ ９５

６６ ９６

６７ ９９

６８ １０１

６９ １０３

７０ １０６

７１ １１０

７２ １１６

７３ １１７

７４ １１７

７５ １１７

７６ １１７

７７ １１７

改 正 後 改 正 前

（この規則の目的）

第１条 この規則は、教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛

県条例第３０号。以下「条例」という。）第１８条、第２０条の４第１

号及び第２１条並びに附則第２４項の規定に基づき、教育職員の給与

の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第７条 省略

（給料月額の異動の通知）

第８条 任命権者は、条例附則第１７項の規定の適用により職員の給

料月額に異動がある場合には、人事委員会の定めるところによ

り、当該職員にその旨を通知するものとする。

第９条 省略

（この規則の目的）

第１条 この規則は、教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛

県条例第３０号。以下「条例」という。）第１８条、第２０条の４第１

号及び第２１条 の規定に基づき、教育職員の給与

の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第７条 省略

第８条 省略



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

１９９

（教育職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則の一部改正）

第５条 教育職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６２）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部改正）

第６条 職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第７条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（支給額）

第３条 前条第１項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１

項 若しくは第２項の規

定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

（支給額）

第３条 前条第１項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員（以下「再任用職員 」

改 正 後 改 正 前

（教員特殊業務手当）

第４条 条例第６条の２の人事委員会の定めるものは、公立の小学

校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支

援学校に所属する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教

諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で職

務の級が中学校・小学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員

給料表の１級、２級又は特２級のもの及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

である講師とする。

（多学年学級担当手当）

第６条 条例第７条の人事委員会の定める教育職員は、公立の小学

校、中学校又は義務教育学校の２の学年の児童又は生徒で編成さ

れている学級を担当する指導教諭、教諭、助教諭又は講師で次に

掲げる者以外の者とする。

�～� 省略

（教員特殊業務手当）

第４条 条例第６条の２の人事委員会の定めるものは、公立の小学

校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支

援学校に所属する主幹教諭 、教諭、養護教諭、栄養教

諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で職

務の級が中学校・小学校教育職員給料表又は高等学校等教育職員

給料表の１級、２級又は特２級のもの及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

である講師とする。

（多学年学級担当手当）

第６条 条例第７条の人事委員会の定める教育職員は、公立の小学

校、中学校又は義務教育学校の２の学年の児童又は生徒で編成さ

れている学級を担当する 教諭、助教諭又は講師で次に

掲げる者以外の者とする。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（ 短時間勤務職員に係る通勤手当の減

額）

第９条 省略

（支給単位期間）

第１５条 省略

２ 前項第１号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれか

に掲げる事由（前条第１項に掲げる事由に該当する事由に限

る。）が前項第１号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生

ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである

場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月（その日が

月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月）まで

の期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて

支給単位期間を定めることができる。

� 法第２８条の６第１項の規定による退職その他の離職をするこ

と。

�～� 省略

（育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員に係る通勤手当の減

額）

第９条 省略

（支給単位期間）

第１５条 省略

２ 前項第１号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれか

に掲げる事由（前条第１項に掲げる事由に該当する事由に限

る。）が前項第１号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生

ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである

場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月（その日が

月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月）まで

の期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて

支給単位期間を定めることができる。

� 法第２８条の２第１項の規定による退職その他の離職をするこ

と。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前
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という。）以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用

される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に

係る前条第２項の規定による区分（以下「当該職の区分」とい

う。）に応じ、別表第２の管理職手当欄に定める額（地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３

項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた職員、同法 第１７条の規定による短時間勤務をすることとな

つた職員及び同法第１８条第１項又は一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第４条の規定により

採用された職員にあつては、その額に職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号

）第１１条第１項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定

年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員

の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とし、その額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）

とする。

２ 前条第１項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料

表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応

じ、別表第３に定める額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に

関する条例

第１１条

第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定す

る育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額（ その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額 ）とする。

附 則

（施行期日等）

１ 省略

（職員の給与に関する条例附則第１５項の規定により給与が減ぜら

れて支給される職員等の支給額）

２ 省略

（職員の給与に関する条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員

の支給額）

３ 職員の給与に関する条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員

に対する第３条第１項の規定の適用については、当分の間、同項

中「定める額」とあるのは、「定める額に１００分の７０を乗じて得

た額（その額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り

上げた額）」とする。

（初任給調整手当の支給等に関する規則の一部改正）

第８条 初任給調整手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１５５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

という。）以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用

される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に

係る前条第２項の規定による区分（以下「当該職の区分」とい

う。）に応じ、別表第２の管理職手当欄に定める額（地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３

項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた職員及び同法第１７条の規定による短時間勤務をすることとな

つた職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

にあつてはその 額に職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「職員

勤務時間等条例」という。）第１１条第１項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再

任用短時間勤務職員 及び任期付短時間勤務職員以外の職員

の勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）を、法第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつて

はその額に職員勤務時間等条例第１１条第１項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤

務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）

とする。

２ 前条第１項に規定する職を占める職員のうち再任用職員

に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料

表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応

じ、別表第３に定める額（育児短時間勤務職員等にあつてはその

額に算出率を、法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員にあつてはその額に職員勤務時間等条例 第１１条

第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定す

る育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員 及び任期

付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数をそれぞ

れ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額とする。）とする。

附 則

１ 省略

２ 省略



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

２０１

改 正 後 改 正 前

（支給期間及び支給額）

第６条 初任給調整手当の支給期間は３５年（第３条第２号に規定す

る職員にあつては、１５年）とし、その月額は職員の区分及び採用

の日又は第４条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応

じた別表第１に掲げる額（地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項

に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第１７条の

規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、その

額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。この

場合において、第３条第１号又は第４条に規定する職員で大学

（旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含

む。）卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員と

なつた日までの期間が４年（臨床研修を経た場合にあつては６

年、実地修練を経た場合にあつては５年）を超えることとなる職

員（学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得

し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から３年内の職員を

除く。）に対する同表の適用については、採用の日又は同条に規

定する職員となつた日からその超えることとなる期間（１年に満

たない期間があるときは、その期間を１年として算定した期間）

に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

２ 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国

の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定により派遣さ

れた場合における当該職員に対する別表第１の適用については、

当該休職の期間（職員給与条例第２１条第１項の規定により給与の

全額を支給される休職の期間を除く。）又は当該派遣の期間は、

同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

３ 第１項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用によ

り初任給調整手当の月額が別表第１に掲げられていないこととな

つた職員で特別の事情があると認められるものについて、任命権

者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給す

る初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわら

ず、人事委員会が別に定めるところによる。

附 則

（施行期日等）

１ 省略

（支給額の特例）

２ 省略

（職員給与条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員の支給期間

及び支給額）

３ 職員給与条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員に対する第

６条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第１」と

あるのは、「別表第２」とする。

別表第１（第６条関係） 省略

別表第２（附則第３項関係）

第６条 初任給調整手当の支給期間は３５年（第３条第２号に規定す

る職員にあつては、１５年）とし、その月額は職員の区分及び採用

の日又は第４条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応

じた別表 に掲げる額（地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項

に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第１７条の

規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、その

額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時

間勤務職員 及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。この

場合において、第３条第１号又は第４条に規定する職員で大学

（旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含

む。）卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員と

なつた日までの期間が４年（臨床研修を経た場合にあつては６

年、実地修練を経た場合にあつては５年）を超えることとなる職

員（学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得

し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から３年内の職員を

除く。）に対する同表の適用については、採用の日又は同条に規

定する職員となつた日からその超えることとなる期間（１年に満

たない期間があるときは、その期間を１年として算定した期間）

に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

２ 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国

の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定により派遣さ

れた場合における当該職員に対する別表 の適用については、

当該休職の期間（職員給与条例第２１条第１項の規定により給与の

全額を支給される休職の期間を除く。）又は当該派遣の期間は、

同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

３ 第１項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用によ

り初任給調整手当の月額が別表 に掲げられていないこととな

つた職員で特別の事情があると認められるものについて、任命権

者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給す

る初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわら

ず、人事委員会が別に定めるところによる。

附 則

１ 省略

２ 省略

別表 （第６条関係） 省略
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職員の区分

期間の区分

職員給与条例２

号職員

職員給与条例３

号職員

� １年未満

円

３５，６００

円

３５，０００

� １年以上２年未満 ３５，６００ ３５，０００

� ２年以上３年未満 ３５，６００ ３５，０００

� ３年以上４年未満 ３５，６００ ３２，３００

� ４年以上５年未満 ３５，６００ ２９，７００

� ５年以上６年未満 ３５，６００ ２７，０００

� ６年以上７年未満 ３４，３００ ２４，４００

� ７年以上８年未満 ３３，０００ ２１，７００

	 ８年以上９年未満 ３１，８００ １９，０００


 ９年以上１０年未満 ３０，５００ １６，４００

� １０年以上１１年未満 ２９，３００ １３，７００

� １１年以上１２年未満 ２８，０００ １１，１００

 １２年以上１３年未満 ２６，７００ ８，４００

� １３年以上１４年未満 ２５，５００ ５，７００

� １４年以上１５年未満 ２４，５００ ３，１００

� １５年以上１６年未満 ２３，５００

� １６年以上１７年未満 ２２，５００

� １７年以上１８年未満 ２１，６００

� １８年以上１９年未満 ２０，６００

� １９年以上２０年未満 １９，６００

� ２０年以上２１年未満 １８，６００

� ２１年以上２２年未満 １８，２００

� ２２年以上２３年未満 １７，８００

� ２３年以上２４年未満 １７，１００

� ２４年以上２５年未満 １６，７００

� ２５年以上２６年未満 １６，２００

� ２６年以上２７年未満 １５，８００

� ２７年以上２８年未満 １５，４００

� ２８年以上２９年未満 １４，８００

� ２９年以上３０年未満 １４，６００

� ３０年以上３１年未満 １４，４００

 ３１年以上３２年未満 １３，９００

! ３２年以上３３年未満 １３，３００

" ３３年以上３４年未満 １２，７００

# ３４年以上３５年未満 １２，２００

備考１ この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用

の日又は第４条各号の職員となつた日以後の期間を示

す。

２ この表において、「職員給与条例２号職員」とは職員

給与条例第１８条の４第１項第２号の職を占める職員を、

「職員給与条例３号職員」とは同項第３号の職を占める

職員をいう。
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（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第９条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第１０条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―３６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（期末手当の支給を受ける職員）

第３条 職員給与条例第１９条第１項後段又は教育職員給与条例第１９

条第１項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これ

らの職員には、期末手当を支給しない。

� 省略

� その退職の後基準日までの間において次に掲げる者（非常勤

である者にあつては、法第２２条の４第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）に限

る。）となつたもの

ア～オ 省略

� 省略

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）以外の職員の成績率

は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成

績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに

応じ、当該各号に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が

定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条

例第１９条の４第１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職

員が著しく少数であること等の事情により、第１号及び第２号に

定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、

別段の取扱いをすることができる。

�～� 省略

２・３ 省略

第１４条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。

�～� 省略

２ 省略

（期末手当の支給を受ける職員）

第３条 職員給与条例第１９条第１項後段又は教育職員給与条例第１９

条第１項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これ

らの職員には、期末手当を支給しない。

� 省略

� その退職の後基準日までの間において次に掲げる者（非常勤

である者にあつては、法第２８条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）に限

る。）となつたもの

ア～オ 省略

� 省略

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員 」という。）以外の職員の成績率

は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成

績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに

応じ、当該各号に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が

定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条

例第１９条の４第１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職

員が著しく少数であること等の事情により、第１号及び第２号に

定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、

別段の取扱いをすることができる。

�～� 省略

２・３ 省略

第１４条の２ 再任用職員 の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。

�～� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（特地勤務手当の月額）

第３条 省略

２・３ 省略

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育

児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

（特地勤務手当の月額）

第３条 省略

２・３ 省略

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育

児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）
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以外の職員であつて、第２項各号に定める日において育児短時

間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」と

あるのは「受けていた給料の月額を同日における職員の休日、

休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除し

て得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第４

号から第６号までの規定により読み替えて適用する第２項中

「並びに当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める

日」とあるのは「を当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各

号に定める日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間

勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額並

びに同日」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項（前

項第１号から第３号までの規定により読み替えて適用する場合

を含む。）中「給料及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に

相当する額と」とあるのは「、給料の月額に職員の休日、休暇

並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）

第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項

に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に

相当する額と」と、前項第４号から第６号までの規定により読

み替えて適用する第２項中「並びに」とあるのは「に職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時

間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた

給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛

媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤

務時間で除して得た数で除して得た額に同項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以

外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に

受けていた」と、前項第４号から第６号までの規定により読み

替えて適用する第２項中「並びに当該各号に掲げる場合の区分

に応じ当該各号に定める日」とあるのは「を当該各号に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定める日における職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除し

以外の職員であつて、第２項各号に定める日において育児短時

間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」と

あるのは「受けていた給料の月額を同日における職員の休日、

休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除し

て得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第４

号から第６号までの規定により読み替えて適用する第２項中

「並びに当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める

日」とあるのは「を当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各

号に定める日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間

勤務職員等、再任用短時間勤務職員 及び任期付短時間勤

務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額並

びに同日」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項（前

項第１号から第３号までの規定により読み替えて適用する場合

を含む。）中「給料及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に

相当する額と」とあるのは「、給料の月額に職員の休日、休暇

並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）

第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項

に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に

相当する額と」と、前項第４号から第６号までの規定により読

み替えて適用する第２項中「並びに」とあるのは「に職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時

間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務

職員 及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた

給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛

媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短

時間勤務職員 及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤

務時間で除して得た数で除して得た額に同項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員 及び任期付短時間勤務職員以

外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に

受けていた」と、前項第４号から第６号までの規定により読み

替えて適用する第２項中「並びに当該各号に掲げる場合の区分

に応じ当該各号に定める日」とあるのは「を当該各号に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定める日における職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除し



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

２０５

て得た数で除して得た額に同項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。

（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条 省略

２ 条例第１１条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（職員が当該

異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤務すること

となつた場合（人事委員会が定める場合に限る。）には、その日

前の人事委員会が定める日。以下この条及び附則第１７項において

同じ。）に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の

表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給

割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月

額の合計額に１００分の６を乗じて得た額を超えるときは、当該

額）とする。

て得た数で除して得た額に同項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短

時間勤務職員 及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。

（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条 省略

２ 条例第１１条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（職員が当該

異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤務すること

となつた場合（人事委員会が定める場合に限る。）には、その日

前の人事委員会が定める日。以下この条 において

同じ。）に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の

表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給

割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月

額の合計額に１００分の６を乗じて得た額を超えるときは、当該

額）とする。

省略 省略

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、条例第１１条の３

第１項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間

勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた給料及び」とあ

るのは、「受けていた給料の月額を条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並び

に勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１

条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規

定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数

で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

以外の職員であつたもの 前項中「受けていた給料及び扶養手

当の月額の合計額」とあるのは、「受けていた給料の月額に職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の

勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計

額」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

であつたもの 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、

「受けていた給料の月額を条例第１１条の３第１項に規定する異

動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時

間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項

の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育

児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して

得た額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同項

に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、条例第１１条の３

第１項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間

勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた給料及び」とあ

るのは、「受けていた給料の月額を条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並び

に勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１

条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規

定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員 及

び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数

で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

以外の職員であつたもの 前項中「受けていた給料及び扶養手

当の月額の合計額」とあるのは、「受けていた給料の月額に職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の

勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時

間勤務職員 及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計

額」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

であつたもの 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、

「受けていた給料の月額を条例第１１条の３第１項に規定する異

動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時

間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項

の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育

児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員 及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して

得た額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同項

に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
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（教育職員の管理職手当に関する規則の一部改正）

第１１条 教育職員の管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―３９０）の一部を次のように改正する。

第５条 省略

２ 省略

３ 条例第１１条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。

� 国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料

表の適用を受ける職員となつて特地公署若しくは準特地公署に

在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前

項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の適用を受けるこ

ととなつた日又は公益的法人等派遣法第１０条第１項の規定によ

り職員として採用された日に特地公署又は準特地公署に異動し

たものとした場合に前条第１項及び第２項（同条第３項及び附

則第１７項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下こ

の項において同じ。）並びに附則第１８項の規定により支給され

ることとなる期間及び額

� 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署

に在勤する職員で指定日前３年以内に当該公署に異動し、当該

異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤す

る公署が当該異動の日前に特地公署又は準特地公署に該当して

いたものとした場合に前条第１項及び第２項並びに附則第１８項

の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

� 前項第２号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公

署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日又は公益

的法人等派遣法第１０条第１項の規定により職員として採用され

た日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとし、か

つ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に

前条第１項及び第２項並びに附則第１８項の規定により指定日以

降支給されることとなる期間及び額

附 則

１４ 省略

１５ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員であつて、第３条第

２項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに

対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けて

いた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に１００分の

７０を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

１６ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員のうち、第３条第３

項各号又は第４項各号に掲げる職員であるものの同条第１項の特

地勤務手当基礎額は、前項並びに同条第３項及び第４項の規定に

かかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところに

より算出した額とする。

１７ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員であって、条例第１１

条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日において当該職

員以外の職員であつたものに対する第４条第２項の規定の適用に

ついては、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるの

は、「受けていた給料の月額に１００分の７０を乗じて得た額及び同

日に受けていた」とする。

１８ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員のうち、第４条第３

項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月

額は、前項及び同条第３項の規定にかかわらず、これらの規定に

準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

第５条 省略

２ 省略

３ 条例第１１条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。

� 国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料

表の適用を受ける職員となつて特地公署若しくは準特地公署に

在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前

項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の適用を受けるこ

ととなつた日又は公益的法人等派遣法第１０条第１項の規定によ

り職員として採用された日に特地公署又は準特地公署に異動し

たものとした場合に前条

の規定により支給され

ることとなる期間及び額

� 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署

に在勤する職員で指定日前３年以内に当該公署に異動し、当該

異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤す

る公署が当該異動の日前に特地公署又は準特地公署に該当して

いたものとした場合に前条

の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

� 前項第２号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公

署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日又は公益

的法人等派遣法第１０条第１項の規定により職員として採用され

た日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとし、か

つ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に

前条 の規定により指定日以

降支給されることとなる期間及び額

附 則

１４ 省略
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（支給額）

第３条 前条第１項に規定する職を占める教育職員のうち地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５

第１項 若しくは第２項

の規定により採用された教育職員（以下「定年前再任用短時間勤

務教育職員」という。）以外の教育職員に支給する管理職手当

は、当該教育職員に適用される給料表の別並びに当該教育職員の

属する職務の級及び当該職に係る前条第２項の規定による区分

（以下「当該職の区分」という。）に応じ、別表第２の管理職手

当欄に定める額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１８条第１項又は一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第４条の規定により

採用された教育職員、同法第１０条第３項の規定により同条第１項

に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教育職員及び同法第１７

条の規定による短時間勤務をすることとなつた教育職員にあつて

は、その額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条

例（昭和２７年愛媛県条例第３１号

）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤

務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員等、定年前再任

用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以外の教育

職員の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。

２ 前条第１項に規定する職を占める教育職員のうち定年前再任用

短時間勤務教育職員に支給する管理職手当は、当該教育職員に適

用される給料表の別並びに当該教育職員の属する職務の級及び当

該職の区分に応じ、別表第３に定める額に教育職員の休日、休暇

並びに勤務時間等に関する条例

第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員等、定年

前再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以外

の教育職員の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額（ そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

）とする。

附 則

（施行期日等）

１ 省略

（条例附則第１３項の規定により給与が減ぜられて支給される教育

職員等の支給額）

２ 省略

（条例附則第１７項の規定の適用を受ける教育職員の支給額）

（支給額）

第３条 前条第１項に規定する職を占める教育職員のうち地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４

第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された教育職員（以下「再任用教育職員

」という。）以外の教育職員に支給する管理職手当

は、当該教育職員に適用される給料表の別並びに当該教育職員の

属する職務の級及び当該職に係る前条第２項の規定による区分

（以下「当該職の区分」という。）に応じ、別表第２の管理職手

当欄に定める額（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める

教育職員にあつて

はその 額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条

例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員勤務時間等条

例」という。）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤

務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員等、再任用短時

間勤務教育職員 及び任期付短時間勤務教育職員以外の教育

職員の勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同

条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教育職員及び

同法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた教育職員

（以下「育児短時間勤務教育職員等」という。）にあつてはその

額に教育職員勤務時間等条例第１１条第１項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員

等、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以

外の教育職員の勤務時間で除して得た数（以下「算出率」とい

う。）をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。

２ 前条第１項に規定する職を占める教育職員のうち再任用教育職

員 に支給する管理職手当は、当該教育職員に適

用される給料表の別並びに当該教育職員の属する職務の級及び当

該職の区分に応じ、別表第３に定める額（法第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める教育職員にあつてはその額に教

育職員勤務時間等条例第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員等、再任

用短時間勤務教育職員 及び任期付短時間勤務教育職員以外

の教育職員の勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務教育職

員等にあつてはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額と

する。）とする。

附 則

１ 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前
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３ 条例附則第１７項の規定の適用を受ける教育職員に対する第３条

第１項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」

とあるのは、「定める額に１００分の７０を乗じて得た額（その額

に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」

とする。

（住居手当に関する規則の一部改正）

第１２条 住居手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４５９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正）

第１３条 義務教育等教員特別手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４７１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（権衡職員の範囲）

第５条の２ 条例第９条の５第１項第２号の人事委員会規則で定め

る職員は、単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

―７６３）第６条第２項に該当する職員（地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員を除

く。）で、同規則第６条第２項第３号に規定する満１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住するための住宅

として、同号に規定する異動又は公署の移転（国家公務員等であ

つた者から引き続き条例第３条第１項の給料表の適用を受ける職

員となつた者にあつては当該適用、外国の地方公共団体の機関等

に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号）第２条第１項の規定による派遣若しくは公益的法人等への

職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第２条

第３項第１号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公

益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成

１２年法律第５０号）第１０条第１項の規定により採用された職員にあ

つては当該復帰又は採用）の直前の住居であつた住宅（前条に規

定する職員住宅及び住宅を除く。）又はこれに準ずるものとして

人事委員会の定める住宅を借り受け、月額１２，０００円を超える家賃

を支払つているものとする。

（権衡職員の範囲）

第５条の２ 条例第９条の５第１項第２号の人事委員会規則で定め

る職員は、単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

―７６３）第６条第２項に該当する職員（地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員を除

く。）で、同規則第６条第２項第３号に規定する満１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住するための住宅

として、同号に規定する異動又は公署の移転（国家公務員等であ

つた者から引き続き条例第３条第１項の給料表の適用を受ける職

員となつた者にあつては当該適用、外国の地方公共団体の機関等

に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号）第２条第１項の規定による派遣若しくは公益的法人等への

職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第２条

第３項第１号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公

益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成

１２年法律第５０号）第１０条第１項の規定により採用された職員にあ

つては当該復帰又は採用）の直前の住居であつた住宅（前条に規

定する職員住宅及び住宅を除く。）又はこれに準ずるものとして

人事委員会の定める住宅を借り受け、月額１２，０００円を超える家賃

を支払つているものとする。

改 正 後 改 正 前

（義務教育等教員特別手当の月額）

第２条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる教育

職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職

を占める教育職員、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定

する育児短時間勤務の承認を受けた教育職員及び同法第１７条の規

定による短時間勤務をすることとなつた教育職員にあつては、そ

の額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２７年愛媛県条例第３１号）第１１条第１項の規定により定められた

その者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員等、

定年前再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員

以外の教育職員の勤務時間で除して得た数を

（義務教育等教員特別手当の月額）

第２条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる教育

職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める教育職員

にあつてはその

額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２７年愛媛県条例第３１号）第１１条第１項の規定により定められた

その者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員等、

再任用短時間勤務教育職員 及び任期付短時間勤務教育職員

以外の教育職員の勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児

休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規
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乗じて

得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額とする。）とする。

� 条例第１７条の６第１項に規定する教育職員で中学校・小学校

教育職員給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級

及びその者の受ける号給（その者が、地方公務員法第２２条の４

第１項又は第２２条の５第１項 若しくは第２

項の規定により採用された教育職員（以下「定年前再任用短時

間勤務教育職員」という。）であるときは、その者の属する職

務の級とする。以下同じ。）に対応する別表第１に掲げる額

�～� 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和５０年１月１日から適用

する。

２ 条例附則第１７項の規定の適用を受ける教育職員に対する第２条

の規定の適用については、当分の間、同条第１項各号中「掲げる

額」とあるのは、「掲げる額に１００分の７０を乗じて得た額（その

額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」

とする。

別表第１（第２条関係）

中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける者

定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教

育職員及び同法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつ

た教育職員にあつてはその額に同条例第１１条第１項の規定により

定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教

育職員等、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育

職員以外の教育職員の勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて

得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額とする。）とする。

� 条例第１７条の６第１項に規定する教育職員で中学校・小学校

教育職員給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級

及びその者の受ける号給（その者が、地方公務員法第２８条の４

第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用された教育職員（以下「再任用教育職員

」という。）であるときは、その者の属する職

務の級とする。以下同じ。）に対応する別表第１に掲げる額

�～� 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和５０年１月１日から適用

する。

別表第１（第２条関係）

中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける者

職員の

区分

職務の

級

号給

１級

２級

３級 ４級
職員の

区分

職務の

級

号給

１級

２級

３級 ４級
特２級 特２級

定年前

再任用

短時間

勤務教

育職員

以外の

教育職

員

省略 再任用

教育職

員

以外の

教育職

員

省略

定年前

再任用

短時間

勤務教

育職員

省略

再任用

教育職

員

省略

別表第２（第２条関係）

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者

別表第２（第２条関係）

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者

職員の

区分

職務の

級

号給

１級

２級

３級 ４級
職員の

区分

職務の

級

号給

１級

２級

３級 ４級
特２級

省略 省略 円 省略 省略 省略 省略 省略 省略

１～４ ３，５００ １～４

５～８ ３，７００ ５～８
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（愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１４条 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

９～１２ ３，８００ ９～１２

１３～１６ ４，０００ １３～１６

１７～２０ ４，３００ １７～２０

２１～２４ ４，５００ ２１～２４

２５～２８ ４，７００ ２５～２８

２９～３２ ４，９００ ２９～３２

３３～３６ ５，１００ ３３～３６

３７～４０ ５，３００ ３７～４０

４１～４４ ５，４００ ４１～４４

４５～４８ ５，６００ ４５～４８

定年前 ４９～５２ ５，７００ 再任用 ４９～５２

再任用 ５３～５６ ５，８００ 教育職 ５３～５６

短時間 ５７～６０ ６，０００ 員 ５７～６０

勤務教 ６１～６４ ６，１００ ６１～６４

育職員 ６５～６８ ６，３００ ６５～６８

以外の ６９～７２ ６，４００ 以外の ６９～７２

教育職 ７３～７６ ６，５００ 教育職 ７３～７６

員 ７７～８０ ６，７００ 員 ７７～８０

８１～８４ ６，８００ ８１～８４

８５～８８ ６，９００ ８５～８８

８９～９２ ６，９００ ８９～９２

９３～９６ ７，０００ ９３～９６

９７～１００ ７，２００ ９７～１００

１０１～１０４ ７，２００ １０１～１０４

１０５～１０８ ７，２００ １０５～１０８

１０９～１１２ ７，３００ １０９～１１２

１１３～１１６ ７，３００ １１３～１１６

１１７～１２０ ７，３００ １１７～１２０

１２１～１５３ １２１～１５３

省略 省略

定年前

再任用

短時間

勤務教

育職員

省略 省略

４，５００

省略 省略

再任用

教育職

員

省略 省略 省略 省略

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条

例第３号。以下「条例」という。）第５条の２第２項第２１号、第

５条の６、第６条の４第１項から第３項まで及び第５項、第１０

条、第１１条第２号並びに第２１条の規定に基づき、愛媛県職員の退

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条

例第３号。以下「条例」という。）第５条の２第２項第２１号、第

５条の５、第６条の４第１項から第３項まで及び第５項、第１０

条、第１１条第２号並びに第２１条の規定に基づき、愛媛県職員の退
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職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

（基礎在職期間）

第３条の２ 条例第５条の２第２項第２１号に規定する人事委員会規

則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

� 省略

� 条例附則第４項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職

員としての在職期間

� 条例附則第５項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

� 条例附則第６項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される昭和６２年３月３１日までの旧日本国有鉄道の職員としての

在職期間及び同年４月１日以後の承継法人等の職員としての在

職期間

� 条例附則第１０項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職

員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間

� 条例附則第１１項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

� 省略

（退職勧奨の記録の作成者）

第３条の３ 条例第５条の６に規定する勧奨（以下「退職勧奨」と

いう。）の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成す

る。

別表（第３条の８関係）

１ 省略

２ 平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分に

ついての表

職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

（基礎在職期間）

第３条の２ 条例第５条の２第２項第２１号に規定する人事委員会規

則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

� 省略

� 条例附則第２６項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職

員としての在職期間

� 条例附則第２７項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

� 条例附則第２８項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される昭和６２年３月３１日までの旧日本国有鉄道の職員としての

在職期間及び同年４月１日以後の承継法人等の職員としての在

職期間

� 条例附則第３２項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職

員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間

� 条例附則第３３項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤

続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみな

される国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

� 省略

（退職勧奨の記録の作成者）

第３条の３ 条例第５条の５に規定する勧奨（以下「退職勧奨」と

いう。）の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成す

る。

別表（第３条の８関係）

１ 省略

２ 平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分に

ついての表

第１

号区

分

１～４ 省略

４の２ 警察法（昭和２９年法律第１６２号）第５６条の４第

１項の 規 定 に よ る 任 命（以 下「特 定 任 命」と い

う。）により職員となつた者のうち、平成１８年４月

１日以後適用されている一般職の職員の給与に関す

る法律（昭和２５年法律第９５号）（他の法令におい

て、引用し、準用し、又はその例による場合を含

む。以下「平成１８年４月以後の一般職給与法」とい

う。）の公安職俸給表�の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１０級であつたもの

５ 省略

第１

号区

分

１～４ 省略

５ 省略

第２

号区

分

１～７ 省略

７の２ 特定任命により職員となつた者のうち、平成

１８年４月以後の一般職給与法の公安職俸給表�の適

用を受けていた者でその属する職務の級が９級であ

つたもの

８ 省略

第２

号区

分

１～７ 省略

８ 省略

第３

号区

１～９ 省略

９の２ 特定任命により職員となつた者のうち、平成

第３

号区

１～９ 省略
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（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正）

第１５条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―７１４）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（一般の派遣職員の給与）

第３条 一般の派遣職員（条例第４条第１項に規定する一般の派遣

職員をいう。以下同じ。）の派遣の期間中の給与は、その派遣先

の勤務に対して報酬（報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その

他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受

ける全て のものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手

当、休日給、夜勤手当、宿直手当、日直手当、宿日直手当及び管

理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。）が支給

されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年

額（以下「報酬年額」という。）が、外務公務員俸給等相当年額

（当該派遣の期間の初日（以下「派遣の日」という。）の前日に

おける当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当（当該一般の派遣

職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国

に所在する大使館に勤務する外務公務員（以下「所在国勤務の外

務公務員」という。）であるとした場合に在外公館の名称及び位

置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律（昭

和２７年法律第９３号。以下「外務公務員給与法」という。）の規定

により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶

者に係る分を除く。）

の

月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉

手当

の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日か

ら所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法

の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び

配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。）に満たない場合

は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当

のそれぞれに１００分の１００以内の支給割合を乗じて得た額とする。

２ 省略

３ 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職

員が、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第

４条第５項又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条

例第３０号）第７条第１項の規定により標準号給数（職員の給与に

関する条例第４条第６項又は教育職員の給与に関する条例第７条

（一般の派遣職員の給与）

第３条 一般の派遣職員（条例第４条第１項に規定する一般の派遣

職員をいう。以下同じ。）の派遣の期間中の給与は、その派遣先

の勤務に対して報酬（報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その

他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受

けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手

当、休日給、夜勤手当、宿直手当、日直手当、宿日直手当及び管

理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。）が支給

されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年

額（以下「報酬年額」という。）が、外務公務員俸給等相当年額

（当該派遣の期間の初日（以下「派遣の日」という。）の前日に

おける当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当（当該一般の派遣

職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国

に所在する大使館に勤務する外務公務員（以下「所在国勤務の外

務公務員」という。）であるとした場合に在外公館の名称及び位

置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律（昭

和２７年法律第９３号。以下「外務公務員給与法」という。）の規定

により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶

者に係る分を除く。）（地方公務員法第２８条の４第１項又は第２８

条の６第１項の規定により採用された職員にあつては、給料）の

月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉

手当（地方公務員法第２８条の４第１項又は第２８条の６第１項の規

定により採用された職員にあつては、給料、期末手当及び勤勉手

当）の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日か

ら所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法

の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び

配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。）に満たない場合

は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当（地方公

務員法第２８条の４第１項又は第２８条の６第１項の規定により採用

された職員にあつては、給料、地域手当（職員の給与に関する条

例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「職 員 給 与 条 例」と い

う。）第９条の３に規定する地域手当を除く。）及び期末手当）

のそれぞれに１００分の１００以内の支給割合を乗じて得た額とする。

２ 省略

３ 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職

員が、職員給与条例 第

４条第５項又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条

例第３０号）第７条第１項の規定により標準号給数（職員給与条例

第４条第６項又は教育職員の給与に関する条例第７条

分 １８年４月以後の一般職給与法の公安職俸給表�の適

用を受けていた者でその属する職務の級が８級であ

つたもの

１０ 省略

分

１０ 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前
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第２項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般

の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。）を昇給するものと

し、期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７―２０４）第１４条第１項第３号に掲げる職員であるもの

とする。

４～８ 省略

附 則

４ 省略

（職員の給与に関する条例附則第１９項又は教育職員の給与に関す

る条例附則第１７項の規定の適用を受ける一般の派遣職員の給与）

５ 一般の派遣職員が職員の給与に関する条例附則第１９項又は教育

職員の給与に関する条例附則第１７項の規定の適用を受ける職員と

なつた場合には、当分の間、第３条第６項及び第７項の規定にか

かわらず、これらの職員となつた日を派遣の日の前日とみなし、

給与の支給割合を同条第１項から第５項までの規定により再決定

するものとする。

６ 前項の規定により支給割合を再決定された一般の派遣職員に対

する第３条第７項及び第８項の規定の適用については、同条第７

項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第５項」

と、同条第８項中「又は第６項」とあるのは「若しくは第６項又

は附則第５項」とする。

第２項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般

の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。）を昇給するものと

し、期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７―２０４）第１４条第１項第３号に掲げる職員であるもの

とする。

４～８ 省略

附 則

４ 省略

（単身赴任手当に関する規則の一部改正）

第１６条 単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―７６３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（権衡職員の範囲等）

第６条 省略

２ 条例第１０条の２第３項の同条第１項の規定による単身赴任手当

を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして

人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

� 次に掲げる事由の発生（以下「事由発生」という。）に伴

い、住居を移転し、第２条に規定するやむを得ない事情によ

り、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該

事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署

に通勤することが第３条に規定する基準に照らして困難である

と認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職

員

ア 地方公 務 員 法（昭 和２５年 法 律 第２６１号）第２２条 の４第１

項又は第２２条の５第１項 若しくは第２項

の規定による採用（同法 の規定により退職

した日

の翌日にお

けるものに限る。）をされたこと。

イ・ウ 省略

�～� 省略

別記様式（第８条、第９条関係） 単身赴任届兼単身赴任手当認定

簿

（表） 省略

（裏）

（権衡職員の範囲等）

第６条 省略

２ 条例第１０条の２第３項の同条第１項の規定による単身赴任手当

を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして

人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

� 次に掲げる事由の発生（以下「事由発生」という。）に伴

い、住居を移転し、第２条に規定するやむを得ない事情によ

り、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該

事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署

に通勤することが第３条に規定する基準に照らして困難である

と認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職

員

ア 地方公 務 員 法（昭 和２５年 法 律 第２６１号）第２８条 の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定による採用（同法第２８条の２第１項の規定により退職

した日（同法第２８条の３の規定により勤務した後退職した日

及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌日にお

けるものに限る。）をされたこと。

イ・ウ 省略

�～� 省略

別記様式（第８条、第９条関係） 単身赴任届兼単身赴任手当認定

簿

（表） 省略

（裏）

省略 省略
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（管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正）

第１７条 管理職員特別勤務手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―８０５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（手当の額等）

第２条 職員給与条例第１７条の２第３項第１号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

� 次号に掲げる職員以外の管理職手当に関する規則（愛媛県人

事委員会規則７―６８）別表第１中欄に掲げる職を占める職員

次に掲げる当該職員の占める職に係る同表右欄に定める区分に

応じ、それぞれ次に定める額

ア～オ 省略

� 定年前再任用短時間勤務職員（職員給与条例第４条第１１項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。）である管理職

手当に関する規則別表第１中欄に掲げる職を占める職員 次に

掲げる当該職員の占める職に係る同表右欄に定める区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア １種 １１，０００円

イ ２種 ９，０００円

ウ ３種 ７，５００円

エ ４種 ６，０００円

オ ５種及び６種 ５，０００円

� 省略

� 省略

２ 教育職員給与条例第１７条の２第３項第１号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

� 次号及び第３号に掲げる教育職員以外の校長又は教頭 次に

掲げる当該教育職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 校長及び教育職員の管理職手当に関する規則（愛媛県人事

委員会規則７―３９０）別表第１右欄に定める区分が３種であ

る教頭 ７，０００円

（手当の額等）

第２条 職員給与条例第１７条の２第３項第１号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

� 管理職手当に関する規則（愛媛県人

事委員会規則７―６８）別表第１中欄に掲げる職を占める職員

次に掲げる当該職員の占める職に係る同表右欄に定める区分に

応じ、それぞれ次に定める額

ア～オ 省略

� 省略

� 省略

２ 教育職員給与条例第１７条の２第３項第１号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

� 校長（第３号に掲げる教育職員を除く。）及び教育職員の管

理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―３９０）別表

第１右欄に定める区分が３種である教頭（同号に掲げる教育職

員を除く。） ７，０００円

記入上の注意

１～７ 省略

８ 条例第１０条の２第３項に規定する国家公務員等から人事

交流等により引き続き給料表の適用を受けることとなった

職員又は地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の

４第１項若しくは第２２条の５第１項 若

しくは第２項の規定により採用された職員、外国の地方公

共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定による

派遣若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

（平成１３年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定

する職員派遣から職務に復帰した職員若しくは公益的法人

等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２

年法律第５０号）第１０条第１項の規定により採用された職員

にあっては、「異動」とあるのをそれぞれ「適用」又は

「再任用」、「復帰」若しくは「採用」と読み替えて記入

すること。

９～１２ 省略

記入上の注意

１～７ 省略

８ 条例第１０条の２第３項に規定する国家公務員等から人事

交流等により引き続き給料表の適用を受けることとなった

職員又は地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員、外国の地方公

共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定による

派遣若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

（平成１３年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定

する職員派遣から職務に復帰した職員若しくは公益的法人

等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２

年法律第５０号）第１０条第１項の規定により採用された職員

にあっては、「異動」とあるのをそれぞれ「適用」又は

「再任用」、「復帰」若しくは「採用」と読み替えて記入

すること。

９～１２ 省略

改 正 後 改 正 前
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イ 教頭（アに掲げる教頭を除く。） ６，０００円

� 定年前再任用短時間勤務教育職員（教育職員給与条例第７条

の２第１項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をい

う。）であって、校長又は教頭であるもの 次に掲げる当該教

育職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 校長及び教育職員の管理職手当に関する規則別表第１右欄

に定める区分が３種である教頭 ６，０００円

イ 教頭（アに掲げる教頭を除く。） ５，０００円

� 省略

３ 省略

第３条 職員給与条例第１７条の２第３項第２号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

� 前条第１項第１号の職員 次に掲げる当該職員の占める職に

係る管理職手当に関する規則別表第１右欄に定める区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア １種 ６，０００円

イ ２種 ５，０００円

ウ ３種 ４，３００円

エ ４種 ３，５００円

オ ５種及び６種 ３，０００円

� 前条第１項第２号の職員 次に掲げる当該職員の占める職に

係る管理職手当に関する規則別表第１右欄に定める区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア １種 ５，５００円

イ ２種 ４，５００円

ウ ３種 ３，８００円

エ ４種 ３，０００円

オ ５種及び６種 ２，５００円

２ 教育職員給与条例第１７条の２第３項第２号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

� 前条第２項第１号アの教育職員 ３，５００円

� 前条第２項第１号イの教育職員 ３，０００円

� 前条第２項第２号アの教育職員 ３，０００円

� 前条第２項第２号イの教育職員 ２，５００円

３ 職員給与条例第１７条の２第１項の勤務をした後、引き続いて同

条第２項の勤務をした前条第１項第１号及び第２号の職員並びに

教育職員給与条例第１７条の２第１項の勤務をした後、引き続いて

同条第２項の勤務をした前項に掲げる教育職員には、その引き続

く勤務に係る職員給与条例第１７条の２第２項又は教育職員給与条

例第１７条の２第２項の規定による管理職員特別勤務手当を支給し

ない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成４年１月１日から施行する。

（職員給与条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員の手当の

額）

２ 職員給与条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員に対する第

２条第１項及び第３条第１項の規定の適用については、当分の

間、第２条第１項第１号及び第３条第１項第１号中「定める額」

� 教頭（前号に掲げる教頭及び次号に掲げる教育職員を除

く。） ６，０００円

� 省略

３ 省略

第３条 職員給与条例第１７条の２第３項第２号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる前条第１項第１号の職員の占める

職に係る同号アからオまでに掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

� １種 ６，０００円

� ２種 ５，０００円

� ３種 ４，３００円

� ４種 ３，５００円

� ５種及び６種 ３，０００円

２ 教育職員給与条例第１７条の２第３項第２号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

� 校長（前条第２項第３号に掲げる教育職員を除く。）及び教

育職員の管理職手当に関する規則別表第１右欄に定める区分が

３種である教頭（同号に掲げる教育職員を除く。） ３，５００円

� 教頭（前号に掲げる教頭及び前条第２項第３号に掲げる教育

職員を除く。） ３，０００円

３ 職員給与条例第１７条の２第１項の勤務をした後、引き続いて同

条第２項の勤務をした前条第１項第１号の職員及び

教育職員給与条例第１７条の２第１項の勤務をした後、引き続いて

同条第２項の勤務をした前項に掲げる教育職員には、その引き続

く勤務に係る職員給与条例第１７条の２第２項又は教育職員給与条

例第１７条の２第２項の規定による管理職員特別勤務手当を支給し

ない。

附 則

この規則は、平成４年１月１日から施行する。
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とあるのは、「定める額に１００分の７０を乗じて得た額（その額

に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」

とする。

（教育職員給与条例附則第１７項の規定の適用を受ける教育職員の

手当の額）

３ 教育職員給与条例附則第１７項の規定の適用を受ける教育職員に

対する第２条第２項及び第３条第２項の規定の適用については、

当分の間、第２条第２項第１号及び第３条第２項第１号中「定め

る額」とあるのは、「定める額に１００分の７０を乗じて得た額（そ

の額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以

上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた

額）」とする。

（職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則の一部改正）

第１８条 職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則（愛媛県人事委員会規則８―０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職員の分限に関する条例に基づく規則の一部改正）

第１９条 職員の分限に関する条例に基づく規則（愛媛県人事委員会規則９―０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職員の定年等に関する規則の一部改正）

第２０条 職員の定年等に関する規則（愛媛県人事委員会規則９―１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特別職地方公務員等となった者に関する特例）

第１２条 条例第５条第２項の規定により読み替えて適用する条例第

４条の各号列記以外の部分の人事委員会規則で定める場合は、次

に掲げる場合とする。

�・� 省略

� 国家公務員法第８１条の６第１項の規定により退職した場合

（同法第８１条の７第１項の期限又は同条第２項の規定により延

長された期限の到来により退職した場合を含む。）、地方公務

員法第２８条の６第１項の規定により退職した場合（同法第２８条

の７第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限

の到来により退職した場合を含む。）又は法人の就業規則等に

おいて定める定年に達したことにより退職した場合

�・� 省略

（特別職地方公務員等となった者に関する特例）

第１２条 条例第５条第２項の規定により読み替えて適用する条例第

４条の各号列記以外の部分の人事委員会規則で定める場合は、次

に掲げる場合とする。

�・� 省略

� 国家公務員法第８１条の２第１項の規定により退職した場合

（同法第８１条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延

長された期限の到来により退職した場合を含む。）、地方公務

員法第２８条の２第１項の規定により退職した場合（同法第２８条

の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限

の到来により退職した場合を含む。）又は法人の就業規則等に

おいて定める定年に達したことにより退職した場合

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和２６年８月１３日から適用

する。

２ 条例附則第３項の規定による通知は、職員の給与の支給等に関

する規則（愛媛県人事委員会規則７―０）第２０条の４又は教育職

員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６０）

第８条の規定により行うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和２６年８月１３日から適用

する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県
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条例第１号。以下「条例」という。）第３条第５項及び第１１条の

規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 定年退職日 条例第２条第１項の定年退職日

をいう。

� 省略

（勤務延長職員の併任の制限）

第３条 任命権者は、勤務延長職員（条例第３条第１項又は第２項

の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。）が

従事している業務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、

勤務延長職員を併任することができない。

（勤務延長の手続）

第４条 任命権者は、条例第３条第１項ただし書の規定により人事

委員会の承認を得ようとするときは、異動期間を延長した職員の

勤務延長の承認申請書（様式第１号）に人事記録の写し及び勤務

延長に係る次条の同意書を添えて、人事委員会に提出しなければ

ならない。

２ 任命権者は、条例第３条第２項の規定により人事委員会の

承認を得ようとするときは、勤務延長の期限の延長承認申請書

（様式第２号）に人事記録の写し及び勤務延長の期限の延長に係

る次条の同意書を添えて、人事委員会に提出しなければならな

い。

第５条 条例第３条第３項及び第４項の規定による職員の同意は、

勤務延長等の同意書（様式第３号）により得なければならない。

（定年に達している職員の任用の制限）

第６条 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に

係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当

該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。

� 勤務延長職員を、組織の変更等により、勤務延長に係る職の

業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職

に昇任し、降任し、又は転任する場合

� 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の

日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

（書面の交付）

第７条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員

にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

�～� 省略

� 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、

勤務延長職員ではなくなつた場合

� 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

（報告）

第８条 任命権者は、第６条第１号の規定による昇任、降任、又は

転任を行つた場合には、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容

条例第１号。以下「条例」という。）第３条第５項 の

規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 定年退職 条例第２条第１項の規定により職員が退職する

ことをいう。

� 省略

（勤務延長の手続）

第３条 任命権者は、条例第３条第２項の規定により人事委員会の

承認を得ようとするときは、勤務延長の期限の延長承認申請書

（様式第１号）に人事記録の写し及び勤務延長の期限の延長に係

る次条の同意書を添えて、人事委員会に提出しなければならな

い。

第４条 条例第３条第３項及び第４項の規定による職員の同意は、

勤務延長等の同意書（様式第２号）により得なければならない。

第５条 任命権者は、勤務延長を行つた職員を特別の事情により異

動させる必要があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得な

ければならない。

２ 任命権者は、前項の規定により人事委員会の承認を得ようとす

るときは、勤務延長職員の異動承認申請書（様式第３号）に人事

記録の写しを添えて、人事委員会に提出しなければならない。

（書面の交付）

第６条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員

にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

�～� 省略

� 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となつ

た場合

� 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する 場合

（報告）
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第２１条 職員の定年等に関する規則の一部を次のように改正する。

様式第３号を削り、様式第２号を様式第３号とし、様式第１号を様式第２号とし、同様式の前に次の１様式を加える。

を人事委員会に報告しなければならない。

２ 省略

様式第１号（第４条関係） 勤務延長の期限の延長承認申請書

第７条 省略

様式第１号（第３条関係） 勤務延長の期限の延長承認申請書

省略

任命権者 職 氏 名

省略

省略

任命権者 職 氏 名 �

省略

省略 省略

注 添付書類

� 省略

� 勤務延長の期限の延長に係る勤務延長等の同意書（様式

第３号）

様式第２号（第５条、様式第１号、様式第２号関係） 勤務延長等

の同意書

注 添付書類

� 省略

� 勤務延長の期限の延長に係る勤務延長等の同意書（様式

第２号）

様式第２号（第４条 関係） 勤務延長等

の同意書

省略

職 氏 名

省略

省略

職 氏 名 �

省略

注 省略

様式第４号（第８条関係） 勤務延長の状況報告書

注 省略

様式第４号（第７条関係） 勤務延長の状況報告書

省略

任命権者 職 氏 名

省略

職員の定年等に関する規則（愛媛県人事委員会規則９―

１）第８条第２項の規定により、勤務延長の状況について別

紙のとおり報告します。

省略

任命権者 職 氏 名 �

省略

職員の定年等に関する規則（愛媛県人事委員会規則９―

１）第７条 の規定により、勤務延長の状況について別

紙のとおり報告します。

別紙 省略 別紙 省略
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２１９

様式第１号（第４条関係） 異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書
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２２０

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第２２条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 省略

２・３ 省略

４ 定年前再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）及び任期付短時

間勤務職員（同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下

同じ。）に対する第１項の表�の項及び�の項並びに第２項の表

の規定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

定年前再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）又は任期付短

時間勤務職員（同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。

以下同じ。）の１週間の勤務日（条例第１１条第６項に規定する

勤務日をいう。以下同じ。）の日数を５日で除して得た数を乗

じて得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤

務時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が同一でない職

員（以下「不斉一型短時間勤務職員」という。）にあつては、

３８時間４５分に同条第１項の規定に基づき定められたその者の勤

務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、そ

の者の１日当たりの勤務時間（職員の勤務時間等に応じ人事委

員会が定める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で

除して得た時間をいう。以下同じ。）を１日として日に換算し

て得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数））（その日数が５日を超えるときは、５日）」と

する。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の１週

間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（不

斉一型短時間勤務職員にあつては、３８時間４５分に条例第１１条第

１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を３８時間４５分

で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの

勤務時間を１日として日に換算して得た日数）（１日未満の端

数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、その日数

が５日を超えるときは、５日とする。）」とする。

� 第２項の表期間の欄中「一の年において１８０日」とあるの

は、「一の年において１８０日に定年前再任用短時間勤務職員又

は任期付短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除し

て得た数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤務職員にあつて

は、１，３９５時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められた

その者の勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時

間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日として日に換算

して得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入

して得た日数））（その日数が１８０日を超えると き は、１８０

日）」とする。

（休暇の算定）

第４条 年の中途において新規に採用された職員のその年における

年次休暇は、条例第５条第１項の日数に、発令以後の月数（定年

前再任用短時間勤務職員

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 省略

２・３ 省略

４ 再任用短時間勤務職員 （条例第５条第１項に規定する再

任用短時間勤務職員 をいう。以下同じ。）及び任期付短時

間勤務職員（同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下

同じ。）に対する第１項の表�の項及び�の項並びに第２項の表

の規定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

再任用短時間勤務職員 （条例第５条第１項に規定する再

任用短時間勤務職員 をいう。以下同じ。）又は任期付短

時間勤務職員（同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。

以下同じ。）の１週間の勤務日（条例第１１条第６項に規定する

勤務日をいう。以下同じ。）の日数を５日で除して得た数を乗

じて得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤

務時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が同一でない職

員（以下「不斉一型短時間勤務職員」という。）にあつては、

３８時間４５分に同条第１項の規定に基づき定められたその者の勤

務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、そ

の者の１日当たりの勤務時間（職員の勤務時間等に応じ人事委

員会が定める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で

除して得た時間をいう。以下同じ。）を１日として日に換算し

て得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数））（その日数が５日を超えるときは、５日）」と

する。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

再任用短時間勤務職員 又は任期付短時間勤務職員の１週

間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（不

斉一型短時間勤務職員にあつては、３８時間４５分に条例第１１条第

１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を３８時間４５分

で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの

勤務時間を１日として日に換算して得た日数）（１日未満の端

数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、その日数

が５日を超えるときは、５日とする。）」とする。

� 第２項の表期間の欄中「一の年において１８０日」とあるの

は、「一の年において１８０日に再任用短時間勤務職員 又

は任期付短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除し

て得た数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤務職員にあつて

は、１，３９５時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められた

その者の勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時

間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日として日に換算

して得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入

して得た日数））（その日数が１８０日を超えると き は、１８０

日）」とする。

（休暇の算定）

第４条 年の中途において新規に採用された職員のその年における

年次休暇は、条例第５条第１項の日数に、発令以後の月数（法第

２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若

改 正 後 改 正 前
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又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第６条第１項若しくは第１８条第１項、地方公共団

体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８

号。以下「任期付職員法」という。）第４条若しくは第５条若し

くは職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年愛媛県条例第

３５号）第１０条第１項の規定により任期を定めて採用された職員に

あつては、在職する期間の月数。次項において同じ。）（１箇月

に満たない月は、切り上げる。）を１２で除した数を乗じた日数

（その日数が労働基準法第３９条の規定により付与すべきものとさ

れている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきも

のとされている日数）とする。ただし、年次休暇の日数に端数を

生じた場合は、その端数は、四捨五入とする。

２ 省略

第４条の３ 第１条の５及び前２条の規定にかかわらず、労働基準

法第３９条第１項又は第２項に規定する継続勤務年数の計算に当た

り、

職員の定年等に関

する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第９条若しくは第１０条の

規定による採用後の勤務が当該採用の直前の

退職以前の勤務

と継続するものとされる職員又は任期付職員法第４条若しくは第

５条の規定による採用後の勤務が任期付職員法第４条若しくは第

５条若しくは第７条第２項の規定に基づき定められた任期の満了

による退職以前の勤務と継続するものとされる職員の当該採用さ

れた年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と当該退職

以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とす

る。

（週休日及び勤務時間の割振りの基準等）

第１１条 条例第１１条第１項本文に規定する勤務時間は、１日につき

７時間４５分（育児短時間勤務職員等（条例第５条第１項に規定す

る育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。）にあつては１週間

ごとの期間について、当該育児短時間勤務（同項に規定する育児

短時間勤務）等の内容に従い１日につき７時間４５分を超えない時

間、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

つては１週間ごとの期間について、１日につき７時間４５分を超え

ない時間）となるように割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第１１条第３項ただし書の規定に基づき、特別

の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別

に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該

期間内に４の日曜日を含む８日の週休日（育児短時間勤務職員等

にあつては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休

日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

つては８日以上の週休日）を設け、かつ、１日の勤務時間が８時

間を超えないようにしなければならない。

３ 省略

第１１条の３ 条例第１１条第４項の規定に基づく勤務時間の割振り

は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

� 勤務時間は、１日につき４時間以上かつ１２時間以下とするこ

と。ただし、休日その他人事委員会が定める日（以下「休日

しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第６条第１項若しくは第１８条第１項、地方公共団

体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８

号。以下「任期付職員法」という。）第４条若しくは第５条若し

くは職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年愛媛県条例第

３５号）第１０条第１項の規定により任期を定めて採用された職員に

あつては、在職する期間の月数。次項において同じ。）（１箇月

に満たない月は、切り上げる。）を１２で除した数を乗じた日数

（その日数が労働基準法第３９条の規定により付与すべきものとさ

れている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきも

のとされている日数）とする。ただし、年次休暇の日数に端数を

生じた場合は、その端数は、四捨五入とする。

２ 省略

第４条の３ 第１条の５及び前２条の規定にかかわらず、労働基準

法第３９条第１項又は第２項に規定する継続勤務年数の計算に当た

り、法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定による採用後の勤務が職員の定年等に関

する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第２条第１項 の

規定による退職、同条例第３条の規定により定められた期限の到

来による退職若しくは法第２８条の４第１項若しくは第２項（法第

２８条の５第２項及び第２８条の６第３項において準用する場合を含

む。）、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若しくは第

２項の規定に基づき定められた任期の満了による退職以前の勤務

と継続するものとされる職員又は任期付職員法第４条若しくは第

５条の規定による採用後の勤務が同法 第４条若しくは第

５条若しくは第７条第２項の規定に基づき定められた任期の満了

による退職以前の勤務と継続するものとされる職員の当該採用さ

れた年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と当該退職

以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とす

る。

（週休日及び勤務時間の割振りの基準等）

第１１条 条例第１１条第１項本文に規定する勤務時間は、１日につき

７時間４５分（育児短時間勤務職員等（条例第５条第１項に規定す

る育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。）にあつては１週間

ごとの期間について、当該育児短時間勤務（同項に規定する育児

短時間勤務）等の内容に従い１日につき７時間４５分を超えない時

間、再任用短時間勤務職員 及び任期付短時間勤務職員にあ

つては１週間ごとの期間について、１日につき７時間４５分を超え

ない時間）となるように割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第１１条第３項ただし書の規定に基づき、特別

の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別

に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該

期間内に４の日曜日を含む８日の週休日（育児短時間勤務職員等

にあつては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休

日、再任用短時間勤務職員 及び任期付短時間勤務職員にあ

つては８日以上の週休日）を設け、かつ、１日の勤務時間が８時

間を超えないようにしなければならない。

３ 省略

第１１条の３ 条例第１１条第４項の規定に基づく勤務時間の割振り

は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

� 勤務時間は、１日につき４時間以上かつ１２時間以下とするこ

と。ただし、休日その他人事委員会が定める日（以下「休日
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等」という。）については、７時間４５分（定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員

の条例第１１条第４項に規定する単位期間ごとの期間における勤

務時間を当該期間における同条第３項本文の規定による週休日

以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第１１条の６第１項

第２号において同じ。）とすること。

�・� 省略

２ 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に７時

間４５分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第１１

条第４項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事委員

会の定めるところにより、前項第１号本文及び第２号に定める基

準によらないことができるものとする。

３ 省略

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第２３条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 省略

２・３ 省略

４ 定年前再任用短時間勤務教育職員（条例第６条第１項に規定す

る定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）及び任

期付短時間勤務教育職員（同項に規定する任期付短時間勤務教育

職員をいう。以下同じ。）に対する第１項の表�の項及び�の項

並びに第２項の表の規定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

定年前再任用短時間勤務教育職員（条例第６条第１項に規定す

る定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）又は

任期付短時間勤務教育職員（同項に規定する任期付短時間勤務

教育職員をいう。以下同じ。）の１週間の勤務日（条例第１１条

第３項に規定する勤務日をいう。以下同じ。）の日数を５日で

除して得た数を乗じて得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又

は勤務日ごとの勤務時間の時間数（以下「勤務形態」とい

う。）が同一でない職員（以下「不斉一型短時間勤務教育職

員」という。）にあつては、３８時間４５分に同条第１項 の

規定に基づき定められたその者の勤務時間を３８時間４５分で除し

て得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時

間（職員の勤務時間等に応じ人事委員会が定める期間内の勤務

時間を当該期間内の勤務日の日数で除して得た時間をいう。以

下同じ。）を１日として日に換算して得た日数（１日未満の端

数があるときは、これを四捨五入して得た日数））（その日数

が５日を超えるときは、５日）」とする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

定年前再任用短時間勤務教育職員又は任期付短時間勤務教育職

員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た

日数（不斉一型短時間勤務教育職員にあつては、３８時間４５分に

条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間

を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の

１日当たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日数）

（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数

等」という。）については、７時間４５分（再任用短時間勤務職

員 及び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員

の条例第１１条第４項に規定する単位期間ごとの期間における勤

務時間を当該期間における同条第３項本文の規定による週休日

以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第１１条の６第１項

第２号において同じ。）とすること。

�・� 省略

２ 再任用短時間勤務職員 又は任期付短時間勤務職員に７時

間４５分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第１１

条第４項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事委員

会の定めるところにより、前項第１号本文及び第２号に定める基

準によらないことができるものとする。

３ 省略

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 省略

２・３ 省略

４ 再任用短時間勤務教育職員 （条例第６条第１項に規定す

る再任用短時間勤務教育職員 をいう。以下同じ。）及び任

期付短時間勤務教育職員（同項に規定する任期付短時間勤務教育

職員をいう。以下同じ。）に対する第１項の表�の項及び�の項

並びに第２項の表の規定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

再任用短時間勤務教育職員 （条例第６条第１項に規定す

る再任用短時間勤務教育職員 をいう。以下同じ。）又は

任期付短時間勤務教育職員（同項に規定する任期付短時間勤務

教育職員をいう。以下同じ。）の１週間の勤務日（条例第１１条

第３項に規定する勤務日をいう。以下同じ。）の日数を５日で

除して得た数を乗じて得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又

は勤務日ごとの勤務時間の時間数（以下「勤務形態」とい

う。）が同一でない職員（以下「不斉一型短時間勤務教育職

員」という。）にあつては、３８時間４５分に条例第１１条第１項の

規定に基づき定められたその者の勤務時間を３８時間４５分で除し

て得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時

間（職員の勤務時間等に応じ人事委員会が定める期間内の勤務

時間を当該期間内の勤務日の日数で除して得た時間をいう。以

下同じ。）を１日として日に換算して得た日数（１日未満の端

数があるときは、これを四捨五入して得た日数））（その日数

が５日を超えるときは、５日）」とする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

再任用短時間勤務教育職員 又は任期付短時間勤務教育職

員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た

日数（不斉一型短時間勤務教育職員にあつては、３８時間４５分に

条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間

を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の

１日当たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日数）

（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数

改 正 後 改 正 前
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とし、その日数が５日を超えるときは、５日とする。）」とす

る。

� 第２項の表期間の欄中「一の年において１８０日」とあるの

は、「一の年において１８０日に定年前再任用短時間勤務教育職

員又は任期付短時間勤務教育職員の１週間の勤務日の日数を５

日で除して得た数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤務教育

職員にあつては、１，３９５時間に条例第１１条第１項の規定に基づ

き定められたその者の勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を

乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日と

して日に換算して得た日数（１日未満の端数があるときは、こ

れを四捨五入して得た日数））（その日数が１８０日を超えると

きは、１８０日）」とする。

（年次休暇）

第３条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、休暇年度の中途において新たに定年

前再任用短時間勤務教育職員として

採用された職員

又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第６条第１項若しくは第１８条第１項、地方公共団

体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８

号。以下「任期付職員法」という。）第４条若しくは第５条若し

くは職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年愛媛県条例第

３５号）第１０条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

（以下「任期付職員」という。）のその休暇年度における年次休

暇の日数は、条例第６条第１項の日数に定年前再任用短時間勤務

教育職員又は任期付職員として在職する期間の月数（１箇月に満

たない月は、切り上げる。）を１２で除して得た数を乗じて得た日

数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数）とする。ただし、その日数が労働基準法第３９条の規定により

付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定

により付与すべきものとされている日数とする。

４ 省略

５ 前条及び前３項の規定にかかわらず、労働基準法第３９条第１項

又は第２項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、職員の定年

等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第９条若しくは第

１０条の規定による採用後の勤務が当該採用の直前の

退職以前の勤務と継続するものとされ

る職員又は任期付職員法第４条若しくは第５条の規定による採用

後の勤務が任期付職員法第４条若しくは第５条若しくは第７条第

２項の規定に基づき定められた任期の満了による退職以前の勤務

と継続するものとされる職員の当該採用された休暇年度における

年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と当該退職以前の勤務とが

継続するものとみなした場合における日数とする。

（週休日及び勤務時間の割振りの基準）

第１１条 条例第１１条第１項本文に規定する勤務時間は、１日につき

７時間４５分（育児短時間勤務教育職員等（条例第６条第１項に規

定する育児短時間勤務教育職員等をいう。以下同じ。）にあつて

とし、その日数が５日を超えるときは、５日とする。）」とす

る。

� 第２項の表期間の欄中「一の年において１８０日」とあるの

は、「一の年において１８０日に再任用短時間勤務教育職員

又は任期付短時間勤務教育職員の１週間の勤務日の日数を５

日で除して得た数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤務教育

職員にあつては、１，３９５時間に条例第１１条第１項の規定に基づ

き定められたその者の勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を

乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日と

して日に換算して得た日数（１日未満の端数があるときは、こ

れを四捨五入して得た日数））（その日数が１８０日を超えると

きは、１８０日）」とする。

（年次休暇）

第３条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、休暇年度の中途において新たに法第

２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第６条第１項若しくは第１８条第１項、地方公共団

体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８

号。以下「任期付職員法」という。）第４条若しくは第５条若し

くは職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年愛媛県条例第

３５号）第１０条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

（以下「任期付職員」という。）のその休暇年度における年次休

暇の日数は、条例第６条第１項の日数に再任用職員

又は任期付職員として在職する期間の月数（１箇月に満

たない月は、切り上げる。）を１２で除して得た数を乗じて得た日

数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数）とする。ただし、その日数が労働基準法第３９条の規定により

付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定

により付与すべきものとされている日数とする。

４ 省略

５ 前条及び前３項の規定にかかわらず、労働基準法第３９条第１項

又は第２項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、法第２８条の

４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２

項 の規定による採用後の勤務が職員の定年等に関する条例（昭

和５９年愛媛県条例第１号）第２条第１項の規定による退職、同条

例第３条の規定により定められた期限の到来による退職若しくは

法第２８条の４第１項若しくは第２項（法第２８条の５第２項及び第

２８条の６第３項において準用する場合を含む。）、第２８条の５第

１項若しくは第２８条の６第１項若しくは第２項の規定に基づき定

められた任期の満了による退職以前の勤務と継続するものとされ

る職員又は任期付職員法第４条若しくは第５条の規定による採用

後の勤務が同法 第４条若しくは第５条若しくは第７条第

２項の規定に基づき定められた任期の満了による退職以前の勤務

と継続するものとされる職員の当該採用された休暇年度における

年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と当該退職以前の勤務とが

継続するものとみなした場合における日数とする。

（週休日及び勤務時間の割振りの基準）

第１１条 条例第１１条第１項本文に規定する勤務時間は、１日につき

７時間４５分（育児短時間勤務教育職員等（条例第６条第１項に規

定する育児短時間勤務教育職員等をいう。以下同じ。）にあつて
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は１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務（同項に規定

する育児短時間勤務）等の内容に従い１日につき７時間４５分を超

えない時間、定年前再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間

勤務教育職員にあつては１週間ごとの期間について、１日につき

７時間４５分を超えない時間）となるように割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第１１条第２項ただし書の規定に基づき、特別

の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別

に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該

期間内に４の日曜日を含む８日の週休日（育児短時間勤務教育職

員等にあつては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた

週休日、定年前再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務

教育職員にあつては８日以上の週休日）を設け、かつ、１日の勤

務時間が８時間を超えないようにしなければならない。

３ 省略

（職員の育児休業等に関する規則の一部改正）

第２４条 職員の育児休業等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―３３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛

媛県条例第２号。以下「条例」という。）第２条第１項第６号

イ、第３条第３号、第３条の２、第９条第１項、第１４条第１号及

び第２号、第１５条、第２２条第２号並びに第２８条の規定に基づき、

職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

（条例第２条第１項第６号イの人事委員会規則で定める非常勤職

員）

第２条 条例第２条第１項第６号イの人事委員会規則で定める非常

勤職員は、１週間の勤務日が３日以上と定められている非常勤職

員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員

であって、１年間の勤務日が１２１日以上と定められているものと

する。

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛

媛県条例第２号。以下「条例」という。）第２条第１項第５号

イ、第３条第３号、第３条の２、第９条第１項、第１４条第１号及

び第２号、第１５条、第２２条第２号並びに第２８条の規定に基づき、

職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

（条例第２条第１項第５号イの人事委員会規則で定める非常勤職

員）

第２条 条例第２条第１項第５号イの人事委員会規則で定める非常

勤職員は、１週間の勤務日が３日以上と定められている非常勤職

員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員

であって、１年間の勤務日が１２１日以上と定められているものと

する。

（職員の自己啓発等休業に関する規則の一部改正）

第２５条 職員の自己啓発等休業に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―５５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（退職手当の取扱い）

第６条 条例第１１条第２項の規定により読み替えて適用する愛媛県

職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号。以下「退職手当

条例」という。）第７条第４項の人事委員会規則で定める要件

は、次の各号のいずれにも該当することとする。

�・� 省略

� 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員として

の在職期間（退職手当条例第７条第５項の規定により職員とし

ての引き続いた在職期間に含むものとされる期間並びに退職手

当条例第８条第１項及び第４項並びに第８条の２第１項の規定

により職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間を含

む。）が５年に達するまでの期間中に退職したものでないこ

と。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 省略

（退職手当の取扱い）

第６条 条例第１１条第２項の規定により読み替えて適用する愛媛県

職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号。以下「退職手当

条例」という。）第７条第４項の人事委員会規則で定める要件

は、次の各号のいずれにも該当することとする。

�・� 省略

� 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員として

の在職期間（退職手当条例第７条第５項の規定により職員とし

ての引き続いた在職期間に含むものとされる期間並びに退職手

当条例第８条第１項及び第４項並びに第８条の２第１項の規定

により職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間を含

む。）が５年に達するまでの期間中に退職したものでないこ

と。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 省略

は１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務（同項に規定

する育児短時間勤務）等の内容に従い１日につき７時間４５分を超

えない時間、再任用短時間勤務教育職員 及び任期付短時間

勤務教育職員にあつては１週間ごとの期間について、１日につき

７時間４５分を超えない時間）となるように割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第１１条第２項ただし書の規定に基づき、特別

の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別

に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該

期間内に４の日曜日を含む８日の週休日（育児短時間勤務教育職

員等にあつては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた

週休日、再任用短時間勤務教育職員 及び任期付短時間勤務

教育職員にあつては８日以上の週休日）を設け、かつ、１日の勤

務時間が８時間を超えないようにしなければならない。

３ 省略



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

２２５

イ 法第２８条の６第１項の規定により退職した場合（法第２８条

の７第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期

限の到来により退職した場合を含む。）又はこれに準ずる他

の法令の規定により退職した場合

ウ 省略

２ 省略

イ 法第２８条の２第１項の規定により退職した場合（法第２８条

の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期

限の到来により退職した場合を含む。）又はこれに準ずる他

の法令の規定により退職した場合

ウ 省略

２ 省略

（教育職員の勤務時間の割振り等に関する特別措置規則の一部改正）

第２６条 教育職員の勤務時間の割振り等に関する特別措置規則（愛媛県人事委員会規則１２―７３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（条例第７条第３項の人事委員会規則で定める事項等）

第４条 省略

２～６ 省略

７ 条例第７条第３項第７号の勤務日は、月曜日から金曜日までの

５日間（育児短時間勤務教育職員等（教育職員の休日、休暇並び

に勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下

「勤務時間等条例」という。）第６条第１項に規定する育児短時

間勤務教育職員等をいう。以下同じ。）にあっては月曜日から金

曜日までの５日間のうち勤務時間等条例第１１条第２項の規定に基

づき当該育児短時間勤務等（同条第１項に規定する育児短時間勤

務等をいう。以下同じ。）の内容に従い任命権者が定めた週休日

を除く日、定年前再任用短時間勤務教育職員（勤務時間等条例第

６条第１項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

以下同じ。）及び任期付短時間勤務教育職員（同項に規定する任

期付短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）にあっては月曜日

から金曜日までの５日間のうち勤務時間等条例第１１条第２項の規

定に基づき任命権者が定めた週休日を除く日）とする。ただし、

特別の事情がある場合は、この限りでない。

８・９ 省略

１０ 任命権者は、条例第７条第３項第７号の勤務日ごとの勤務時間

を割り振るに当たっては、次の各号に掲げる日について当該各号

に定める時間（育児短時間勤務教育職員等にあっては当該育児短

時間勤務等の内容に従い当該各号に定める時間を超えない範囲内

の時間、定年前再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務

教育職員にあっては当該各号に定める時間を超えない範囲内の時

間）を割り振るものとする。ただし、特別の事情がある場合は、

この限りでない。

�～� 省略

１１・１２ 省略

（条例第７条第３項の人事委員会規則で定める事項等）

第４条 省略

２～６ 省略

７ 条例第７条第３項第７号の勤務日は、月曜日から金曜日までの

５日間（育児短時間勤務教育職員等（教育職員の休日、休暇並び

に勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下

「勤務時間等条例」という。）第６条第１項に規定する育児短時

間勤務教育職員等をいう。以下同じ。）にあっては月曜日から金

曜日までの５日間のうち勤務時間等条例第１１条第２項の規定に基

づき当該育児短時間勤務等（同条第１項に規定する育児短時間勤

務等をいう。以下同じ。）の内容に従い任命権者が定めた週休日

を除く日、再任用短時間勤務教育職員 （勤務時間等条例第

６条第１項に規定する再任用短時間勤務教育職員 をいう。

以下同じ。）及び任期付短時間勤務教育職員（同項に規定する任

期付短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）にあっては月曜日

から金曜日までの５日間のうち勤務時間等条例第１１条第２項の規

定に基づき任命権者が定めた週休日を除く日）とする。ただし、

特別の事情がある場合は、この限りでない。

８・９ 省略

１０ 任命権者は、条例第７条第３項第７号の勤務日ごとの勤務時間

を割り振るに当たっては、次の各号に掲げる日について当該各号

に定める時間（育児短時間勤務教育職員等にあっては当該育児短

時間勤務等の内容に従い当該各号に定める時間を超えない範囲内

の時間、再任用短時間勤務教育職員 及び任期付短時間勤務

教育職員にあっては当該各号に定める時間を超えない範囲内の時

間）を割り振るものとする。ただし、特別の事情がある場合は、

この限りでない。

�～� 省略

１１・１２ 省略

（職員からの苦情相談に関する規則の一部改正）

第２７条 職員からの苦情相談に関する規則（愛媛県人事委員会規則１５―０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（人事委員会に対する苦情相談）

第２条 職員（離職した職員を含む。次項及び第４条第１項におい

て同じ。）は、愛媛県人事委員会（以下「委員会」という。）に

対し、苦情相談申込書を提出することにより、勤務条件その他の

人事管理に関する苦情の申出及び相談（当該職員に係るものに限

る。以下「苦情相談」という。）を行うことができる。ただし、

離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

（人事委員会に対する苦情相談）

第２条 職員（離職した職員を含む。次項及び第４条第１項におい

て同じ。）は、愛媛県人事委員会（以下「委員会」という。）に

対し、苦情相談申込書を提出することにより、勤務条件その他の

人事管理に関する苦情の申出及び相談（当該職員に係るものに限

る。以下「苦情相談」という。）を行うことができる。ただし、

離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
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� 省略

� 法第２２条の４第１項の規定による 採用に関する苦

情相談

２・３ 省略

� 省略

� 法第２８条の４又は第２８条の５の規定に基づく採用に関する苦

情相談

２・３ 省略

（職員の退職管理に関する規則の一部改正）

第２８条 職員の退職管理に関する規則（愛媛県人事委員会規則１６―０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（定義）

２ この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）をいう。

� 旧法 改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）をいう。

� 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３１号）をいう。

� 暫定再任用職員 改正条例附則第１４項に規定する暫定再任用職員をいう。

� 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第２４項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

� 暫定再任用教育職員 改正条例附則第３４項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

� 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第３４項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

� 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第４条第１１項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員をいう。

改 正 後 改 正 前

（任命権者への再就職の届出を要しない場合）

第２３条 条例第３条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる

場合とする。

� 省略

� 法第２２条の４第１項 の規定により職員

として採用された場合

� 省略

様式第１号（第１２条関係） 再就職者による依頼等の承認申請書

（任命権者への再就職の届出を要しない場合）

第２３条 条例第３条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる

場合とする。

� 省略

� 法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により職員

として採用された場合

� 省略

様式第１号（第１２条関係） 再就職者による依頼等の承認申請書

省略

申請者
住 所
ふ り が な

氏 名

省略

省略

申請者
住 所
ふ り が な

氏 名 	

省略

省略 省略

注 省略

様式第２号（第１３条関係） 再就職者から依頼等を受けた場合の届

出書

注 省略

様式第２号（第１３条関係） 再就職者から依頼等を受けた場合の届

出書

省略
ふ り が な

氏 名

省略
ふ り が な

氏 名 	

省略 省略

様式第３号（第２４条関係） 再就職届 様式第３号（第２４条関係） 再就職届

省略
ふ り が な

届出者 氏 名

省略

省略
ふ り が な

届出者 氏 名 	

省略

省略 省略
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� 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第７条の２第１項に規定する定年前

再任用短時間勤務教育職員をいう。

（改正後の管理職手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置）

３ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員及び暫定再任用教育職員を除く。）に対する第７条の規定による改正後の管理職手当に関

する規則第３条第１項の規定の適用については、同項中「別表第２」とあるのは、「別表第３」とする。

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第７条の規定による改正後の管理職手当に関する規則第３条

の規定を適用する。

（改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置）

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第９条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規

則第１４条第１項及び第１４条の２の規定を適用する。

（改正後の教育職員の管理職手当に関する規則における暫定再任用教育職員に関する経過措置）

６ 暫定再任用教育職員（暫定再任用短時間勤務教育職員を除く。）に対する第１１条の規定による改正後の教育職員の管理職手当に関する

規則第３条第１項の規定の適用については、同項中「別表第２」とあるのは、「別表第３」とする。

７ 暫定再任用短時間勤務教育職員は、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、第１１条の規定による改正後の教育職員の管理職手当

に関する規則第３条の規定を適用する。

（改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則における暫定再任用教育職員に関する経過措置）

８ 暫定再任用教育職員は、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、第１３条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当に関する

規則第２条の規定を適用する。

（改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置）

９ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務教育職員を除く。）に対する第１５条の規定による改正後の外国

の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則第３条第１項の規定の適用については、同項中「給料及び扶養手当（当

該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員（以下「所在国勤

務の外務公務員」という。）であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律（昭

和２７年法律第９３号。以下「外務公務員給与法」という。）の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係

る分を除く。）」とあるのは「給料」と、「外務公務員給与法の」とあるのは「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務

公務員の給与に関する法律（昭和２７年法律第９３号。以下「外務公務員給与法」という。）の」と、「扶養手当、地域手当、住居手当及び

期末手当」とあるのは「地域手当（職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第９条の３に規定する地域手当を除く。）及

び期末手当」とする。

（改正後の単身赴任手当に関する規則における暫定再任用職員等に関する経過措置）

１０ 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第２条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配

偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同

規則第３条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職

員は、職員の給与に関する条例第１０条の２第３項の同条第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認め

られるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

� 改正条例附則第５項、第７項、第９項又は第１１項の規定による採用（旧法第２８条の２第１項の規定により退職した日（旧法第２８条の

３又は改正条例附則第２項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１

項若しくは第２項又は改正条例附則第５項、第７項、第９項若しくは第１１項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌

日におけるものに限る。）をされたこと。

� 改正条例附則第６項、第８項、第１０項又は第１２項の規定による採用（地方公務員法第２８条の６第１項の規定により退職した日（同法

第２８条の７第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した日及び同法第２２条の４第１項若しくは第２２条の５第１項若しくは第２項

又は改正条例附則第６項、第８項、第１０項若しくは第１２項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌日におけるものに

限る。）をされたこと。

１１ 前項に規定する職員に対する第１６条の規定による改正後の単身赴任手当に関する規則別記様式記入上の注意８の規定の適用については、

「第２項」とあるのは、「第２項若しくは職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３１号）附則第

５項から第１２項まで」とする。

１２ 改正条例附則第６項、第８項、第１０項又は第１２項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に職員の定年等に関する条例（昭

和５９年愛媛県条例第１号。以下「定年条例」という。）第９条又は第１０条第１項の規定により採用された職員に対する第１６条の規定によ

る改正後の単身赴任手当に関する規則第６条第２項の規定の適用については、同項第１号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日

（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３１号）附則第６項、第８項、第１０項又は第１２項の規定

により採用され勤務した後退職した日を含む。）」とする。

１３ この規則の施行の日前に、第１６条の規定による改正前の単身赴任手当に関する規則第６条第２項第１号アに該当する採用をされた職員

については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

（改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置）
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１４ 暫定再任用職員（暫定再任用教育職員を除く。）は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第１７条の規定による改正後の管理職員

特別勤務手当に関する規則第２条第１項及び第３条第１項の規定を適用する。

１５ 暫定再任用教育職員は、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、第１７条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規

則第２条第２項及び第３条第２項の規定を適用する。

（暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算）

１６ 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもっ

て当該職員の給料月額とする。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた暫定再任用職員（暫定再任用教育職員を除く。）及び同法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職

員（暫定再任用教育職員を除く。） 改正条例附則第２７項の規定により読み替えられた改正条例附則第２６項

� 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第２８項

１７ 次の各号に掲げる教育職員について、当該各号に定める規定による給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

をもって当該教育職員の給料月額とする。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用教

育職員及び同法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用教育職員 改正条例附則第３５項の規定により読み替えら

れた改正条例附則第３４項

� 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第３６項

（改正後の職員の定年等に関する規則における勤務延長に関する経過措置）

１８ 第２０条の規定による改正後の職員の定年等に関する規則第３条、第６条、第７条及び第８条第１項の規定は、改正条例附則第２項の規

定による勤務について準用する。

１９ 改正条例附則第３項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日（同項に規定する基準日をいう。以下同

じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年（同項に規定する新定年条例定年をいう。以下

同じ。）が基準日の前日における新定年条例定年（同日が令和５年３月３１日である場合には、旧定年条例（改正条例第１条の規定による

改正前の定年条例をいう。以下同じ。）第２条第２項に規定する定年に準じた年齢）を超える職（当該職に係る定年が定年条例第２条第

２項本文に規定する定年である職に限る。）とする。

� 基準日以後に新たに設置された職

� 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

２０ 改正条例附則第３項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、

同日における当該職に係る新定年条例定年（同日が令和５年３月３１日である場合には、旧定年条例第２条第２項に規定する定年に準じた

年齢）に達している職員とする。

２１ 第２０条の規定による改正後の職員の定年等に関する規則第６条ただし書及び第８条第１項の規定は、改正条例附則第３項の規定により

昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

（改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の規定における暫定再任用職員に関する経過措置）

２２ 暫定再任用職員（暫定再任用教育職員を除く。次項において同じ。）は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第２２条の規定によ

る改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第４条の規定を適用する。

２３ 暫定再任用職員に対する第２２条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第４条の３の規定の適用について

は、同条中「職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第９条若しくは第１０条」とあるのは「職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３１号）附則第５項から第１３項まで」と、「当該採用の直前の」とあるのは「職員の

定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第２条第１項の規定による退職、同条例第３条の規定により定められた期限の到来に

よる退職、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項に規定する

旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第６項の規定により延長された期限の到来による退職、法第２２条の４第３項（法第２２条の５第

３項において準用する場合を含む。）の規定に基づき定められた任期の満了による退職、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する

等の条例附則第５項から第１３項までの規定に基づき定められた任期の満了による退職若しくは令和３年改正法附則第８条第１項若しくは

第２項に基づき定められた任期の満了による」とする。

２４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第２２条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間

等に関する規則第１条の３第４項、第１条の５、第３条第２項、第４条の２第２項、第４条の３、第４条の５第２項、第９条第１項、第

１１条第１項及び第２項並びに第１１条の３第１項第１号及び第２項の規定を適用する。

（改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の規定における暫定再任用教育職員に関する経過措置）

２５ 暫定再任用教育職員は、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、第２３条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務

時間等に関する規則第３条第３項の規定を適用する。

２６ 暫定再任用教育職員に対する第２３条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則第３条第５項の規定の

適用については、同項中「職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第９条若しくは第１０条」とあるのは「職員の定年等

に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３１号）附則第５項から第１３項まで」と、「当該採用の直前の」とある
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のは「職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第２条第１項の規定による退職、同条例第３条の規定により定められた

期限の到来による退職、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５

項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第６項の規定により延長された期限の到来による退職、法第２２条の４第３項（法

第２２条の５第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づき定められた任期の満了による退職、職員の定年等に関する条例等の一

部を改正する等の条例附則第５項から第１３項までの規定に基づき定められた任期の満了による退職若しくは令和３年改正法附則第８条第

１項若しくは第２項に基づき定められた任期の満了による」とする。

２７ 暫定再任用短時間勤務教育職員は、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、第２３条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇

並びに勤務時間等に関する規則第２条の３第４項、第２条の５、第４条第１項、第４条の３第２項、第９条第１項並びに第１１条第１項及

び第２項の規定を適用する。

（改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則における旧地方公務員法勤務延長職員に関する経過措置）

２８ 改正法附則第３条第５項に規定する旧地方公務員法勤務延長職員に対する第２５条の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する

規則第６条第１項第３号イの規定の適用については、「又は同条第２項」とあるのは、「若しくは同条第２項の規定により延長された期

限又は地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第３条第５項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同

条第６項」とする。

（改正後の教育職員の勤務時間の割振り等に関する特別措置規則における暫定再任用短時間勤務教育職員に関する経過措置）

２９ 暫定再任用短時間勤務教育職員は、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、第２６条の規定による改正後の教育職員の勤務時間の

割振り等に関する特別措置規則第４条第７項及び同条第１０項の規定を適用する。

（改正後の職員からの苦情相談に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置）

３０ 令和１４年３月３１日までの間における第２７条の規定による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第２条第１項第２号の規定の適用に

ついては、同号中「第２２条の４第１項」とあるのは、「第２２条の４第１項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

（令和４年愛媛県条例第３１号）附則第５項、第６項、第９項若しくは第１０項」とする。

（改正後の職員の退職管理に関する規則における任命権者への再就職の届出に関する経過措置）

３１ 職員の退職管理に関する規則第２２条の職に就いている職員であった者が、改正条例附則第５項、第６項、第９項又は第１０項の規定によ

り職員として採用された場合における第２８条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第２３条第２号の規定の適用については、

同号中「第２２条の４第１項」とあるのは、「第２２条の４第１項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛

媛県条例第３１号）附則第５項、第６項、第９項若しくは第１０項」とする。

（改正後の職員の退職管理に関する規則における旧法による再任用職員に関する経過措置）

３２ この規則の施行前に、職員の退職管理に関する規則第２２条の職に就いている職員であった者が、旧法第２８条の４第１項又は第２８条の５

第１項の規定により職員として採用された場合における第２８条の規定による改正前の職員の退職管理に関する規則第２３条第２号の規定の

適用については、なお従前の例による。

（雑則）

３３ 附則第３項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

（愛媛県人事委員会規則における押印及び署名を不要とするための手続の特例に関する規則の一部改正）

３４ 愛媛県人事委員会規則における押印及び署名を不要とするための手続の特例に関する規則（愛媛県人事委員会規則１―１０）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

申請者、届出者、請求者等が行わなければならないとされている

書類の押印及び署名については、次に掲げる規則の規定にかかわら

ず、申請者、届出者、請求者等は、これらの行為を行うことを要し

ない。

� 省略

� 省略

申請者、届出者、請求者等が行わなければならないとされている

書類の押印及び署名については、次に掲げる規則の規定にかかわら

ず、申請者、届出者、請求者等は、これらの行為を行うことを要し

ない。

� 省略

� 職員の定年等に関する規則（愛媛県人事委員会規則９―１）

様式第２号

� 省略

� 職員の退職管理に関する規則（愛媛県人事委員会規則１６―

０）様式第１号から様式第３号まで
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�愛媛県人事委員会規則６－２１５
職員の定年前再任用に関する規則を次のように定める。

令和５年３月１０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の定年前再任用に関する規則

（総則）

第１条 この規則は、職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号。以下「条例」という。）第９条及び第１０条の規定に基づき、

条例第９条に規定する年齢６０年以上退職者の定年前再任用（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の４第

１項の規定により採用することをいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条 定年前再任用を行うに当たっては、法第１３条に定める平等取扱いの原則及び法第１５条に定める任用の根本基準に違反してはならな

い。

２ 条例第９条に規定する年齢６０年以上退職者が法第５２条第１項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第５６条に規定する事由

を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

（定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意）

第３条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者（以下「定年前再任用希望

者」という。）に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示

した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

� 定年前再任用を行う職に係る職務内容

� 定年前再任用を行う日

� 定年前再任用に係る勤務地

� 定年前再任用をされた場合の給与

� 定年前再任用をされた場合の１週間当たりの勤務時間

� 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

（定年前再任用の選考に用いる情報）

第４条 条例第９条及び第１０条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

� 人事評価の状況その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

� 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

（書面の交付）

第５条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

（報告）

第６条 任命権者は、毎年５月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事委員会に報告しなければならない。

（雑則）

第７条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第５項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３１号。以下「改正条例」という。）附則第２２項の人事

委員会規則で定める短時間勤務の職は、改正条例附則第１９項各号に掲げる職のうち、当該職が基準日（同項の基準日をいう。以下同じ。）

の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢（改正条例附則第１０項の新定年条例定年相当

年齢をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（当該職に係る新定年条例定年相当

年齢が改正条例第１条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号）第２条第２項本文に規定する定年

である短時間勤務の職に限る。）とする。

３ 改正条例附則第２２項の人事委員会規則で定める者は、改正条例附則第１９項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした

場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

４ 改正条例附則第２２項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、改正条例附則第１９項各号に掲げる職が基準日の前日に

設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員

（法第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。）とする。

（施行前の準備）

５ 第３条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
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�愛媛県人事委員会規則６－２１６
職員の暫定再任用に関する規則を次のように定める。

令和５年３月１０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の暫定再任用に関する規則

（総則）

第１条 この規則は、職員の暫定再任用（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第３１号。以下「改

正条例」という。）附則第５項から第１２項までの規定により採用することをいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第１３条に定める平等取扱いの原則

及び法第１５条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

２ 改正条例附則第５項から第１２項までに規定する者が法第５２条第１項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第５６条に規定す

る事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

（暫定再任用希望者に明示する事項）

第３条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示するも

のとする。

� 暫定再任用を行う職に係る職務内容

� 暫定再任用を行う日及び任期の末日

� 暫定再任用に係る勤務地

� 暫定再任用をされた場合の給与

� 暫定再任用をされた場合の１週間当たりの勤務時間

� 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

（暫定再任用の選考に用いる情報）

第４条 改正条例附則第５項から第１２項までの人事委員会規則で定める情報は、改正条例附則第５項から第１２項までに規定する者について

の次に掲げる情報とする。

� 人事評価の状況その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

� 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

（書面の交付）

第５条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

� 暫定再任用を行う場合

� 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

（報告）

第６条 任命権者は、毎年５月末日までに、次に掲げる事項を人事委員会に報告しなければならない。

� 前年度における暫定再任用の状況

� 前年度における暫定再任用をされた職員の任期の更新の状況

（雑則）

第７条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２ 第３条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

��������������
�愛媛県人事委員会規則７－１２４９
職員の給与に関する条例附則第２１項、第２３項、第２５項若しくは第２６項又は教育職員の給与に関する条例附則第１９項、第２１項若しくは第２２

項の規定による給料に関する規則を次のように定める。

令和５年３月１０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の給与に関する条例附則第２１項、第２３項、第２５項若しくは第２６項又は教育職員の給与に関する条例附則第１９項、第２１項若しくは

第２２項の規定による給料に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「職員給与条例」という。）附則第２１項、第２３項、第２５

項若しくは第２６項又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条例」という。）附則第１９項、第

２１項若しくは第２２項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）
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第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

� 管理監督職 職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号。以下「定年条例」という。）第５条に規定する職をいう。

� 異動期間 定年条例第８条第１項に規定する異動期間（同項から同条第４項までの規定により延長された期間を含む。）をいう。

� 特例任用後降任等職員 他の職への降任等（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の２第４項に規定

する他の職への降任等をいう。以下同じ。）をされた職員であって、職員給与条例附則第２１項又は教育職員給与条例附則第１９項に規定

する異動日（以下「異動日」という。）の前日において第１項特例任用職員（定年条例第８条第１項又は第２項の規定により異動期間

を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。）又は第３項特例任用職員（同条第３項又は第４項の規定により異動期間を

延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。）であったものをいう。

� 特定日 職員給与条例附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項に規定する特定日をいう。

� 降格 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３。以下「初任給規則」という。）第２条第２号に規

定する降格のうち、他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

� 初任給基準異動 職員給与条例第３条第１項又は教育職員給与条例第４条第１項の給料表（以下「給料表」という。）の適用を異に

しない初任給規則別表第２３から別表第３０までに定める初任給基準表（以下「初任給基準表」という。）に異なる初任給の定めがある他

の職種に属する職務への異動をいう。

� 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

� 上限額 職員給与条例第４条第２項又は教育職員給与条例第６条第２項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給

料月額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１０条第１項又は第１７条の規

定による勤務（以下「育児短時間勤務等」という。）をしている職員にあっては、当該給料月額に職員給与条例第４条第１２項又は教育

職員給与条例第８条に規定する算出率（以下「算出率」という。）を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額））をいう。

	 その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

（職員給与条例附則第２１項又は教育職員給与条例附則第１９項の人事委員会規則で定める職員等）

第３条 職員給与条例附則第２１項の人事委員会規則で定める職員又は教育職員給与条例附則第１９項の人事委員会規則で定める教育職員は、

次に掲げる職員とする。

� 他の職への降任等をされた職員（特例任用後降任等職員を除く。）のうち、次に掲げる職員

ア 異動日以後に初任給基準異動をした職員

イ 異動日から特定日までの間に降格をした職員

ウ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員（異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を

終了した職員を除く。）

エ 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

� 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定（給料月額の改定をする条例が制定された場合におい

て、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。）をされた職員

（職員給与条例附則第２３項の人事委員会規則で定める職員）

第４条 職員給与条例附則第２３項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

� 警察法（昭和２９年法律第１６２号）第５６条の４第１項の規定による任命（以下「特定任命」という。）により職員となった者のうち、

次に掲げる職員

ア 特定任命をされた日（以下「任命日」という。）から特定日までの間に降格をした職員

イ 任命日以後に育児短時間勤務等をした職員（任命日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了し

た職員を除く。）

ウ 任命日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

� 任命日の前日から引き続き一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第６条第１項第４号に規定する公安職俸給表の

適用を受けていたとしたならば、同表の俸給月額の改定をする法律の制定により、任命日の前日から特定日までの間の俸給月額が改定

されることとなる職員

（他の職への降任等をされた職員に対する職員給与条例附則第２５項又は教育職員給与条例附則第２１項の規定による給料の支給）

第５条 他の職への降任等をされた職員（特例任用後降任等職員を除く。）であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職

員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に職員給与条例附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定により当該職員が受

ける給料月額（特定日後に第１号、第３号又は第４号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったも

のとした場合に特定日にこれらの項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料

月額」という。）が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（その額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１

円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額。以下「第５条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（次の各号

のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（第３項の規定の適用を受ける職員を除く。）を除く。）には、特定日以後の当該各号に

掲げる職員となった日以後、第５条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第２５項又は教育職員給与

条例附則第２１項の規定による給料として支給する。
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� 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動（以下「給料表異動等」という。）をした職員（第４号に掲げる職員を除く。） 異動

日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合（給料表異動等が２回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等

が順次あったものとした場合）に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に１００分の７０を乗じて得た額

� 異動日から特定日までの間に降格をした職員（第４号に掲げる職員を除く。） 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、

当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の

号給等に対応する給料月額との差額（降格を２回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額）に相当する額を減じた

額に１００分の７０を乗じて得た額

� 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員（異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終

了した職員を除く。） 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

ア 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に１００分の７０を乗じて得

た額（その額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた

額）に算出率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に１００分の７０を乗じて得た額

� 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員 人事委員会の定める額

� 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応

する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に１００分の７０を乗じて得た額

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用

については、同項中「第５条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」と

する。

３ 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職員であって、同項第５号に掲げる職員に該当する職員に対する前２項の規定の適

用については、当該職員は第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第５条

基礎給料月額は、同項第１号から第３号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出

するものとする。

４ 第１項各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（前項の規定の適用を受ける職員を除く。）には、人事委員会の定める日以

後、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第２５項又は教育職員給与条例附則第２１項の規定による給料として支給する。

（特例任用後降任等職員に対する職員給与条例附則第２５項又は教育職員給与条例附則第２１項の規定による給料の支給）

第６条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日（定年条例第８条第１項から第４項までの規定による異動期間の延長がないも

のとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に職員

給与条例附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定により当該職員が受ける給料月額（以下この項において「異動日給料月額」

という。）が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給

等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た

額（その額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額。以

下「第６条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（次条第１項、第３項及び第４項に該当する職員を除く。）には、異動

日以後、第６条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第２５項又は教育職員給与条例附則第２１項の規

定による給料として支給する。

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用

については、同項中「第６条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」と

する。

第７条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員

となり、異動日に職員給与条例附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定により当該職員が受ける給料月額（異動日後に第１号、

第３号又は第４号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日にこれらの項

の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下「異動日給料月額」という。）が当該各号の区分に応じ当該各号

に定める額（その額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げ

た額。以下「第７条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（次の各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（第

３項の規定の適用を受ける職員を除く。）を除く。）には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第７条基礎給料月額と

異動日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第２５項又は教育職員給与条例附則第２１項の規定による給料として支給する。

� 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員（第４号に掲げる職員を除く。） 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等が

あり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用

されているものとした場合（給料表異動等が２回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次

あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き

適用されているものとした場合）の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額（これらの場合において、仮定異動期間末

日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も

多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額
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２３４

� 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格（職員から書面による同意を得て行われるものを除く。以下この号において同じ。）を

した職員（第４号に掲げる職員を除く。） 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日

の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当

する額）から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降

格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額（降格を２回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額）に相当

する額を減じた額に１００分の７０を乗じて得た額

� 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

ア 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の前

日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い

給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額（その額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未

満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額）に算出率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）

イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日ま

での間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）

に１００分の７０を乗じて得た額

� 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員 人事委員会の定める額

� 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号

給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給

等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に

相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用

については、同項中「第７条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」と

する。

３ 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職員であって、同項第５号に掲げる職員に該当する職員に対する前２項の規定の適

用については、当該職員は第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第７条

基礎給料月額は、同項第１号から第３号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出

するものとする。

４ 第１項各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（前項の規定の適用を受ける職員を除く。）には、人事委員会の定める日以

後、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第２５項又は教育職員給与条例附則第２１項の規定による給料として支給する。

（降任等相当給料表異動をした職員に対する職員給与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定による給料の支給）

第８条 降任等相当給料表異動（法第２８条の２第１項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職

員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをい

う。以下同じ。）をした職員（第１項特例任用職員又は第３項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第４項におい

て同じ。）であって、降任等相当転任日（当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下同じ。）の前日から引き続き給料表の適用を

受ける職員（同項各号に掲げる職員を除く。）のうち、特定日に職員給与条例附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定により

当該職員が受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において

適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に１００分の７０を乗じて得た額（そ

の額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額。以下「第

８条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員には、特定日以後、第８条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する

額を、職員給与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定による給料として支給する。

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用

については、同項中「第８条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」と

する。

３ 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前２項の規定の適用に

ついては、当該職員について適用される第８条基礎給料月額は、第１項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げ

る給料月額を用いて、算出するものとする。

４ 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、職員給与条例附

則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事

委員会の定める額を、職員給与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定による給料として支給する。

� 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

� 降任等相当転任日から特定日までの間に降格をした職員

� 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員（降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該

育児短時間勤務等を終了した職員を除く。）
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� 降任等相当転任日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

第９条 第１項特例任用職員又は第３項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続

き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる職員を除く。）のうち、降任等相当転任日に職員給与条例附則第１９項又は教育職員給

与条例附則第１７項の規定により当該職員が受ける給料月額（以下「転任日給料月額」という。）が降任等相当転任日の前日に降任等相当

転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当

する額（仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されてい

るものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよ

りも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額（その額に、５０銭未満の端数を

生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額。以下「第９条基礎給料月額」とい

う。）に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第９条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、職員給

与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定による給料として支給する。

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用

については、同項中「第９条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」と

する。

３ 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前２項の規

定の適用については、当該職員について適用される第９条基礎給料月額は、第１項に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料

表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

４ 第１項特例任用職員又は第３項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給

料表の適用を受ける職員のうち、職員給与条例附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲

げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定

による給料として支給する。

� 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

� 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格（職員から書面による同意を得て行われるものを除く。）をした職員

� 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

� 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

（特例任用期間降格等職員に対する職員給与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定による給料の支給）

第１０条 特例任用期間降格等職員（第３項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第２８条の２第１項に規定する他の職への昇任、降

任又は転任をされる日の前日までの間において、降格（職員から書面による同意を得て行われるものに限る。）をされた職員又は給料表

異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位

の職務の級となった職員をいう。以下同じ。）であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号

に掲げる職員を除く。）のうち、特例任用期間降格等職員となった日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下同

じ。）に職員給与条例附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定により当該職員が受ける給料月額（以下「降格等相当日給料月

額」という。）が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額（その額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭

以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額。以下「第１０条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員には、

特例任用期間降格等職員となった日から法第２８条の２第１項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第１０

条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定によ

る給料として支給する。

� 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日

の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額があ

る場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額

� 仮定異動期間末日以後に給料表異動（当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした

場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。）をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期

間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等

職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額（仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日か

ら特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合

に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これ

よりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用

については、同項中「第１０条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差

額」とする。

３ 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に

対する前２項の規定の適用については、当該職員について適用される第１０条基礎給料月額は、第１項各号に規定する給料月額について特

例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
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４ 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、職員給与条例附則第１９項

又は教育職員給与条例附則第１７項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日から法第２８条の２第

１項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第２６項又は教育

職員給与条例附則第２２項の規定による給料として支給する。

� 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第２８条の２第１項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日まで

の間に初任給規則第２条第１号に規定する昇格をした職員

� 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等（給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動

の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。）をした職員

� 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格（職員から書面による同意を得て行われるものを除く。）

をした職員

� 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

� 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

（人事交流等職員に対する職員給与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定による給料の支給）

第１１条 初任給規則第１６条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員（特定任命により職員と

なった者を除く。以下「人事交流等職員」という。）のうち人事交流等職員となった日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち最も

遅い日。以下同じ。）前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日（以下「みなし異動日」という。）がある者であって、

人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる職員を除く。）のうち、特定日に職員給与条例

附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定により当該職員が受ける給料月額（人事交流等職員となった日が６０歳に達した日後に

おける最初の４月１日（以下「仮定特定日」という。）後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして職員給与条例附則第１９項

又は教育職員給与条例附則第１７項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下「特

定日給料月額」という。）がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に

１００分の７０を乗じて得た額（その額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを

１円に切り上げた額。以下「第１１条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日（特定日前に

人事交流等職員となった場合にあっては特定日）以後、第１１条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附

則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定による給料として支給する。

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用

については、同項中「第１１条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」と

する。

３ 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日（人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、

仮定特定日。以下この項において同じ。）までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前２項の規定の適用については、人事

交流等職員について適用される第１１条基礎給料月額は、第１項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月

額を用いて、算出するものとする。

４ 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、職

員給与条例附則第１９項又は教育職員給与条例附則第１７項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める

日以後、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第２６項又は教育職員給与条例附則第２２項の規定による給料として支給する。

� かつて第１項特例任用職員又は第３項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給規則第１６条各号に

掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

� 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員

� 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格をした職員

� 人事交流等職員となった日（特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日）以後に育児短時間勤務等をした職員

� 人事交流等職員となった日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

（特定任命により職員となった者に対する職員給与条例附則第２６項の規定による給料の支給）

第１２条 特定任命により職員となった者であって、任命日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、職員給与条例附則第１９項の規定

の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、職員給与条例附則第２６項の

規定による給料として支給する。

� 任命日から特定日までの間に降格をした職員

� 任命日以後に育児短時間勤務等をした職員

� 任命日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

� 任命日の前日から引き続き一般職の職員の給与に関する法律第６条第１項第４号に規定する公安職俸給表の適用を受けていたとした

ならば、同表の俸給月額の改定をする法律の制定により、任命日の前日から特定日までの間の俸給月額が改定されることとなる職員

� 警察法第５６条の２第５項の規定において読み替えて準用する国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第８１条の５第１項から第４項ま

での規定の適用を受けたことにより、特定日後に特定任命により職員となった者

（この規則により難い場合の措置）
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第１３条 職員給与条例附則第２１項、第２３項、第２５項若しくは第２６項又は教育職員給与条例附則第１９項、第２１項若しくは第２２項の規定による

給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があ

るときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

（雑則）

第１４条 この規則に定めるもののほか、職員給与条例附則第２１項、第２３項、第２５項若しくは第２６項又は教育職員給与条例附則第１９項、第２１

項若しくは第２２項の規定による給料の支給に関し必要な事項は人事委員会が定める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県人事委員会規則９－４
管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則を次のように定める。

令和５年３月１０日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の定年等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第１号。以下「条例」という。）第５条、第８条第３項及び第１１条

の規定に基づき、条例第５条から第８条までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。

（管理監督職から除かれる職）

第２条 条例第５条に規定する地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の２第１項本文の規定を適用すること

が著しく不適当と認められる職として人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

� 人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる職

� 前号に掲げる職のほか、職務と責任の特殊性により法第２８条の２第１項本文の規定を適用することが著しく不適当と認められる職と

して人事委員会が定める職

（管理監督職に含まれる職）

第３条 条例第５条第３号に規定する同条第１号及び第２号の職に準ずる職として人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

� 警察の事務部局の課長補佐（条例第５条第２号に規定する職を除く。）

� 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３）別表第１０ １ 行政職給料表級別職務区分表５級の部及

び６級の部の職務の級区分欄の級に含まれる職の欄に掲げる職（第５号及び条例第５条第１号に規定する職を除く。）

� 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第１０ ３ 研究職給料表級別職務区分表４級の部職務の級区分欄の級に含まれる職の

欄に掲げる職（第５号及び条例第５条第１号に規定する職を除く。）

� 愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号。以下「企業職員給与規程」という。）別表第１医療

職給料表�（１～７）の部６級の欄に掲げる職（次号に規定する職を除く。）
� 次に掲げる職員が占める職であって、臨時的に置かれる職（人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれ

る職を除く。）

ア 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上であるもの（条例第５条第１号に規定する職を除く。）

イ 医療職給料表�の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの（条例第５条第１号に規定する職を除く。）
ウ 企業職員給与規程第２条の規定により行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上であるもの

エ 企業職員給与規程第２条の規定により医療職給料表�の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの
オ 企業職員給与規程第２条の規定により医療職給料表�の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの
� 前各号に掲げる職のほか、これらに相当する職として人事委員会が定める職

（管理監督職への併任の制限）

第４条 法第２８条の３の規定は、併任について準用する。

（他の管理監督職の併任の解除）

第５条 職員が他の管理監督職（条例第５条に規定する職をいう。以下同じ。）に併任されている場合において、当該職員が他の職への降

任等（法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をいう。以下同じ。）をされたとき（条例第８条第７項の規定により他の職への

降任等をされたときを含む。）、又は併任されている他の管理監督職の異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以下同じ。）

の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

（異動期間の延長に係る任命権者）

第６条 条例第８条第１項から第４項までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

（異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合）

第７条 条例第８条第１項又は第２項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職

の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める



愛 媛 県 報令和５年３月１０日 第３８９号

２３８

職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

２ 任命権者は、前項の規定を適用した場合は、その際の異動の内容を人事委員会に報告するものとする。

（異動期間の延長の手続）

第８条 任命権者は、条例第８条第２項又は第４項の規定により、人事委員会の承認を得ようとするときは、異動期間の延長承認申請書

（様式第１号）に人事記録の写し及び異動期間の延長に係る次条の同意書を添えて、人事委員会に提出しなければならない。

第９条 条例第８条第５項の規定による職員の同意は、異動期間延長等の同意書（様式第２号）により得なければならない。

（条例第８条第３項又は第４項の規定による任用）

第１０条 条例第８条第３項又は第４項の規定により特定管理監督職群（同条第３項に規定する特定管理監督職群をいう。以下同じ。）に属

する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監

督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の

事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

（管理監督職への併任の特例）

第１１条 任命権者は、条例第８条第１項から第４項までの規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職

務の遂行に支障がないと認められる場合その他人事委員会が定める場合に限り、第４条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督

職に併任することができる。

（異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知）

第１２条 任命権者は、条例第８条第１項から第４項までの規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動

期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任

に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

（書面の交付）

第１３条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員にその旨を明示した書面を交付して行わなければならない。

２ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

� 条例第８条第１項から第４項までの規定により異動期間を延長する場合

� 異動期間の期限を繰り上げる場合

� 条例第８条第１項から第４項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督

職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

（報告）

第１４条 任命権者は、毎年６月末日までに、異動期間の延長の状況報告書（様式第３号）により、前年の４月２日からその年の４月１日ま

での間に条例第８条第１項から第４項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況

を人事委員会に報告しなければならない。

（雑則）

第１５条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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様式第１号（第８条関係） 異動期間の延長承認申請書
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様式第２号（第９条、様式第１号関係） 異動期間延長等の同意書
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様式第３号（第１４条関係） 異動期間の延長の状況報告書
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�愛媛県公安委員会規則第２号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年３月１０日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

目次

第１章 省略

第２章 組織

第１節 省略

第２節 警察本部

第１款・第２款 省略

第３款 課又は隊の附置機関（第５８条―第７７条の６）

第４款 省略

第３節・第４節 省略

第３章 省略

（生活安全企画課）

第３３条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 子供及び女性を対象とする性犯罪等の前兆とみられる声か

け、つきまとい等について行為者を特定し、検挙又は指導警告

の措置を講じる活動に関すること。

� めいてい者、迷い子その他救護を要する者の保護に関するこ

と。

� 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

（昭和３６年法律第１０３号）に関すること。

� 省略

（人身安全対策・少年課）

第３３条の２ 人身安全対策・少年課においては、次の事務をつかさ

どる。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

目次

第１章 省略

第２章 組織

第１節 省略

第２節 警察本部

第１款・第２款 省略

第３款 課又は隊の附置機関（第５８条―第７７条の５）

第４款 省略

第３節・第４節 省略

第３章 省略

（生活安全企画課）

第３３条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

（人身安全対策・少年課）

第３３条の２ 人身安全対策・少年課においては、次の事務をつかさ

どる。

� 省略

� 子供及び女性を対象とする性犯罪等の前兆とみられる声か

け、つきまとい等について行為者を特定し、検挙又は指導警告

の措置を講じる活動に関すること。

� 酩酊者、迷い子その他救護を要する者の保護に関すること。

� 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

（昭和３６年法律第１０３号）に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

公安委員会規則

改 正 後 改 正 前
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（警備課）

第５４条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 特定物質（化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法

律第２条第３項に規定する特定物質をいう。以下この号におい

て同じ。）及び特定病原体等（感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律第６条第１９項に規定する特定病原体等

をいう。以下この号において同じ。）を使用したテロリズム（広

く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成すること

を意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義

的破壊活動をいう。以下同じ。）が行われることを防止するため

の特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

（外事課）

第５５条 外事課においては、次の事務をつかさどる。

� 外国人に係る警備情報の収集、整理その他外国人に係る警備

情報に関すること。

� 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリ

ズムに関する警備情報の収集、整理その他これらの活動に関す

る警備情報に関すること。

� 先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報

の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関するこ

と。

� 第２号に規定するテロリズム、前号に規定する活動その他外

国人に係る警備犯罪の取締りに関すること。

（少年サポートセンター）

第６６条 省略

２ 少年サポートセンターは、第３３条の２第７号から第９号までの

事務をつかさどる。

３・４ 省略

第７７条の５ 省略

（警衛警護室）

第７７条の６ 警備課に、警衛警護室を附置する。

２ 警衛警護室は、第５４条第２号から第４号までの事務をつかさど

る。

３ 警衛警護室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって

充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、警衛警護室の事務を掌理し、部下職

員を指揮監督する。

（警察署）

第７９条 省略

２・３ 省略

４ 警察署に、別表に定める課及び通信室のほか、必要に応じ街頭

犯罪対策隊 を置く。

５～９ 省略

別表（第７９条関係）

警察署名 課名

省略

愛媛県松山南警察署 警務課

会計課

（警備課）

第５４条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 特定物質（化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法

律第２条第３項に規定する特定物質をいう。以下この号におい

て同じ。）及び特定病原体等（感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律第６条第１９項に規定する特定病原体等

をいう。以下この号において同じ。）を使用したテロリズム（広

く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成すること

を意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義

的破壊活動をいう。以下同じ。）が行われることを防止するため

の特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

（外事課）

第５５条 外事課においては、次の事務をつかさどる。

� 外国人に係る実態把握に関する企画、調査及び調整に関する

こと。

� 外国人に係る警備犯罪の取締りに関すること。

� 外国人に係る警備情報の収集、整理その他外国人に係る警備

情報に関すること。

� 外国人に係る犯罪情報及び捜査に関すること。

� 外国人に係る犯罪捜査に対する協力及び支援に関すること。

（少年サポートセンター）

第６６条 省略

２ 少年サポートセンターは、第３３条の２第１０号から第１２号までの

事務をつかさどる。

３・４ 省略

第７７条の５ 省略

（警察署）

第７９条 省略

２・３ 省略

４ 警察署に、別表に定める課及び通信室のほか、必要に応じ街頭

犯罪対策隊及び組織犯罪対策隊を置く。

５～９ 省略

別表（第７９条関係）

警察署名 課名

省略
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留置管理課

生活安全課

地域課

刑事第一課

刑事第二課

交通課

警備課

愛媛県新居浜警察署、愛媛県今治警察署、愛

媛県松山西警察署 及び

愛媛県宇和島警察署

省略

省略

附 則

この規則は、令和５年３月１３日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和５年３月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 届 出 年 月 日
代 表 者 会 計 責 任 者

石川剛後援会 石 川 剛 石 川 繁 子 四国中央市川之江町４０８４－２ 令和５年２月１０日

野田あかり後援会 野 田 明 里 平 野 駿 新居浜市萩生２６０４－２ 令和５年２月２８日

��������������
�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和５年３月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日 備 考

自由民主党愛媛県新居浜
市第三支部 大 石 豪 会 計 責 任 者 松 木 博 道 横 井 俊 幸 令和５年１月４日

自由民主党宮窪支部 藤 本 剛 嗣 会 計 責 任 者 藤 本 英 治 北 貞 丈 令和５年２月１日

自由民主党愛媛県衆議院
比例区第一支部 村 上 誠一郎 政治団体の名称 自由民主党愛媛県衆議

院比例区第一支部
自由民主党愛媛県第二
選挙区支部 令和５年２月１６日

主たる活動区域の異
動により総務大臣届
出に変更

主たる事務所の
所在地

今治市北宝来町一丁目
５－１１

今治市別宮町二丁目４
－２０

自由民主党愛媛県第三選
挙区支部 長谷川 淳 二 政治団体の名称 自由民主党愛媛県第三

選挙区支部
自由民主党愛媛県第四
選挙区支部 令和５年２月１６日

自由民主党愛媛県第二選
挙区支部 井 原 巧 政治団体の名称 自由民主党愛媛県第二

選挙区支部
自由民主党愛媛県第三
選挙区支部 令和５年２月１６日

愛媛県新居浜警察署、愛媛県今治警察署、愛

媛県松山西警察署、愛媛県松山南警察署及び

愛媛県宇和島警察署

省略

省略

選挙管理委員会告示
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２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日 備 考

西条市医師連盟 年 森 司 会 計 責 任 者 今 井 義 之 田 中 通 � 令和４年６月１日

愛媛県医師連盟 村 上 博 会 計 責 任 者 上 甲 英 生 上 甲 裕 継 令和４年６月１９日

愛媛県商工政治連盟 村 上 友 則 会 計 責 任 者 矢 野 昭 生 松 浦 哲 令和５年１月１２日

中野たいせい後援会 新 野 和 幸 主たる事務所の
所在地

松山市東石井二丁目２２
－２４

松山市東石井四丁目１６
－２７ 令和５年１月２０日

代 表 者 新 野 和 幸 中 野 泰 誠

森�康行後援会 石 村 拓 朗 代 表 者 石 村 拓 朗 � 門 蕃 令和５年１月２９日

池田さちこ後援会 池 田 幸 子 代 表 者 池 田 幸 子 土 居 達 令和５年２月６日

遊福会 村 上 秀 人 会 計 責 任 者 福 羅 逸 己 服 藤 貴 彦 令和５年２月２４日

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第１８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和５年３月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

菊 池 孝 平 後 援 会 森 元 修 治 令和４年１２月３１日

遠 藤 も と 子 後 援 会 井 上 博 幸 令和５年１月３１日

�愛媛県選挙管理委員会告示第１９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和５年３月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

��������������
�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり同項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異

動の届出があった。

令和５年３月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

中 野 泰 誠 中野たいせい後援会 主たる事務所の所在地 松山市東石井二丁目２２－２４ 松山市東石井四丁目１６－２７ 令和５年１月２０日

資金管理団体の
届 出 を し た 者
（代表者）の氏名

公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日

池 田 幸 子 愛媛県議会議員 池田さちこ後援会 松山市小栗三丁目５－３５ 令和５年２月１日

��������������
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�愛媛県公営企業告示第１号
次のとおり落札者を決定した。

令和５年３月１０日

愛媛県立中央病院長 菅 政 治

�公 告

事後調査報告書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第３６条の

規定により、次の対象事業について事後調査報告書を作成したので、

同条例第３８条の規定により、次のとおり公告する。

令和５年３月１０日

今治市長 徳 永 繁 樹

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 名 称 今治市

� 代表者 今治市長 徳永 繁樹

� 所在地 愛媛県今治市別宮町１丁目４番地１

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 今治市新ごみ処理施設整備事業

� 種類 ごみ焼却施設の設置の事業

� 規模 ア 可燃ごみ処理施設

１日当たりの処理能力 １７４トン

イ リサイクルセンター

１日当たりの処理能力 ４１トン

３ 対象事業の実施区域

愛媛県今治市町谷地内他

４ 関係地域の範囲

愛媛県今治市

５ 事後調査報告書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁環境政策課（愛媛県松山市一番町四丁目２番（ＮＴ

Ｔ愛媛ビル２棟４階））

今治市役所環境施設課（愛媛県今治市町谷甲３９４番地）

� 縦覧期間

令和５年３月１０日（金）から令和５年４月１０日（月）まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定す

る休日及び閉庁日は除く。）

� 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分まで（開庁時間に準ずる）

なお、事後調査報告書の電子版は今治市ホームページ（https

://www.city.imabari.ehime.jp/kankyous/）において、令和５

年３月１０日（金）から令和５年４月１０日（月）まで閲覧いただ

けます。

公営企業告示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 告 示 日

感染性廃棄物処理業務委託（処分）
約４，８００，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

令和５年２月２２日
松山容器株式会社
松山市南吉田町２１４５番
地１

１１．５５円
（１リットル） 一般競争入札 令和４年１２月２７日

雑 報

令和５年３月１０日 発行


